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文 教 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２８年１１月１５日（火）午前１０時    開会 

                午後 ３時４４分 散会  

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 市来賢太郎 副委員長 東 久美子   委  員 安藤 薫 

  委  員 水 谷   毅 委  員 渡辺 慎吾 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正     教育長 箸尾谷知也 

教育総務部長 山本和憲  同部参事 東角泰典 

総務課長 溝口哲也  子育て支援課長 木下伸記 

生涯学習課長 柳瀬哲宏  同課長代理 伊部貴雄 

  次世代育成部長 前馬晋策  同部参事兼こども教育課長 小林寿弘  

学校教育課長 野本憲宏  同課参事 奥野友紀 

教育支援課長 撰田裕美 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局参事兼局次長 橋本英樹 同局書記 渡部真也 

 

１．審査案件 

  認定第１号 平成２７年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

   

議案第４８号  
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（午前１０時 開会） 

○市来賢太郎委員長 ただいまから、文教

常任委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 お忙しいところ、本日は文教常任委員会

をお持ちいただきまして、大変ありがとう

ございます。 

 さきの役員改選で両正副委員長様には

ご就任おめでとうございます。また１年間、

何かとお世話をかけますが、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 本日は、平成２７年度の決算についてご

審査をいただきますが、何とぞ慎重審査の

上、ご認定賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

 一旦、退席をさせていただきます。 

○市来賢太郎委員長 挨拶が終わりまし

た。 

 本日の委員会記録署名委員は、安藤委員

を指名します。 

 暫時休憩します 

（午前１０時３分 休憩） 

（午前１０時４分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 認定第１号所管分の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 山本教育総務部長。 

○山本教育総務部長 おはようございま

す。 

 まず、教育委員会事務局にかかわります

内容につきまして、ご説明をいたします。 

 委員各位もご存じのように、市全体の組

織の見直しにあわせまして、教育委員会事

務局におきましても平成２８年４月１日

に組織の改正がございました。そのため、

今回の決算の内容説明は、現在、所管をい

たしております部署にて補足説明をさせ

ていただき、ご質問への対応も同様とさせ

ていただきます。そのため、平成２７年度

決算書及び決算概要の記載部署と対応す

る部署が異なる場合がございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、認定第１号、平成２７年度摂

津市一般会計歳入歳出決算のうち、教育総

務部が所管しております事項につきまし

て、目を追ってその主なものについて補足

説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございます。 

 ３０ページ、款１２分担金及び負担金、

項１負担金、目２民生費負担金は、通所給

付費負担金などでございます。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目１民生使用料は、市立児童発達支援セン

ター用地使用料でございます。 

 ３２ページから３４ページ、目６教育使

用料は、学校施設等使用料、学童保育室保

育料、公民館使用料などでございます。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金は、通所

支援等負担金、児童手当負担金、児童扶養

手当負担金などでございます。 

 ３８ページから４０ページ、項２国庫補

助金、目２民生費国庫補助金は、児童虐待

防止対策支援事業補助金、ひとり親家庭自

立支援給付金事業補助金でございます。 

 ４０ページから４２ページ、目５教育費

国庫補助金は、鳥飼小学校、第一・第二・

第四中学校の耐震補強等工事に係る学校

施設環境改善交付金、千里丘公民館の耐震

補強工事に係る社会資本整備総合交付金

などでございます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金は、通所支援等

負担金、児童手当負担金などでございます。 
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 ４４ページから４６ページ、項２府補助

金、目２民生費府補助金は、大阪府新子育

て支援交付金、ひとり親家庭及び子ども医

療費補助金などでございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金は、わ

くわく広場などに対する教育コミュニテ

ィづくり推進事業費補助金でございます。 

 ５２ページ、款１７寄附金、項１寄附金、

目１寄附金は、子育て支援課に係る一般寄

附金でございます。 

 ５４ページ、款１９諸収入、項３貸付金

元利収入、目１奨学資金貸付金元利収入は、

奨学資金貸付金の償還金でございます。 

 ５６ページから６２ページ、項４雑入、

目２雑入は、市史売却収入、学校給食費負

担金、ひとり親家庭及び子ども医療費返還

金、チャレンジャークラブ参加負担金など

でございます。 

 次に、歳出に移らせていただきます。 

 まず、総務費についてご説明をいたしま

す。 

 ７０ページから７６ページ、款２総務費、

項１総務管理費、目１一般管理費は、市史

編さん委員及び嘱託員の報酬、市史編さん

資料の撮影等に係る業務委託料などでご

ざいます。 

 次に、民生費についてご説明をいたしま

す。 

 １１８ページから１２０ページ、款３民

生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務

費は、市立児童センター及び市立児童発達

支援センターの運営委託料、つどいの広場

に対する地域子育て支援拠点事業補助金、

児童発達支援事業等に係る通所給付費な

どでございます。 

 １２０ページから１２２ページ、目２児

童措置費は、児童手当及び児童扶養手当の

扶助費などでございます。 

 １２２ページから１２４ページ、目３児

童福祉施設費は、市立保育所の管理運営に

係る経費で、給食に係る賄材料費、維持管

理に必要な修繕料、委託料などでございま

す。 

 １２４ページ、目４ひとり親家庭福祉費

は、ひとり親家庭の自立支援に係る経費で

ございます。 

 目５子ども医療助成費は、子どもに対す

る医療費助成に要した経費でございます。 

 目６ひとり親家庭医療助成費は、ひとり

親家庭に対する医療費助成に要した経費

でございます。 

 次に、教育費に移らせていただきます。 

 １７２ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目１教育委員会費は、教育委員に係

る経費でございます。 

 同ページから１７６ページ、目２事務局

費は、教育委員会事務局の運営全般に係る

経費で、校務補助嘱託員の賃金、個人登録

をされている小学校・幼稚園の受付員の報

酬、通学路の安全対策のための交通専従員

業務委託料、団体登録をされている小学

校・幼稚園の受付員の委託料、私立高等学

校等学習支援金などでございます。 

 １８０ページから１８４ページ、項２小

学校費、目１学校管理費は、小学校１０校

の学校運営のための消耗品、光熱水費、備

品購入費などの経費、施設の維持管理のた

めの委託点検経費、また施設や設備の維持

補修のための経費などでございます。 

 １８４ページ、目２教育振興費は、卒業

記念品の購入費、要保護及び準要保護児童

に対する扶助費などでございます。 

 目３保健衛生費は、学校医等に対する報

酬、児童・教職員に対する各種健康診断委

託料、学校管理下における児童の災害に対

応するための日本スポーツ振興センター
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負担金、要保護及び準要保護児童に対する

医療費扶助などでございます。 

 １８６ページ、目４学校給食費は、非常

勤の給食調理員の賃金、給食の賄材料費、

給食調理業務に係る委託料、準要保護児童

に対する給食費扶助などでございます。 

 目５支援学級費は、小学校の支援学級の

運営経費でございます。 

 目６建設事業費は、鳥飼小学校校舎に係

る耐震補強等工事に要した経費などでご

ざいます。 

 同ページから１８８ページ、項３中学校

費、目１学校管理費は、中学校５校の管理

運営のための消耗品、光熱水費、備品購入

費などの経費、学校の維持管理のための委

託点検経費、また施設や設備の維持補修の

ための経費などでございます。 

 １８８ページから１９０ページ、目２教

育振興費は、卒業記念品の購入費や、要保

護及び準要保護生徒に対する扶助費など

でございます。 

 １９０ページ、目３保健衛生費は、学校

医等に対する報酬、生徒・教職員に対する

各種健康診断委託料、日本スポーツ振興セ

ンター負担金などでございます。 

 目４学校給食費は、中学校給食に係る経

費でございます。 

 同ページから１９２ページ、目５支援学

級費は、中学校の支援学級の運営経費でご

ざいます。 

１９２ページ、目６建設事業費は、第

一・第二・第四中学校校舎に係る耐震補強

等工事に要した経費などでございます。 

 同ページから１９４ページ、項４幼稚園

費、目１幼稚園管理費は、幼稚園３園の施

設維持管理などに係る修繕料、保守点検経

費などでございます。 

 １９４ページから１９６ページ、項５社

会教育費、目１社会教育総務費は、社会教

育委員報酬など、社会教育の一般事務に係

る経費でございます。 

 １９６ページから２００ページ、目３青

少年対策費は、青少年指導員の報酬、こど

もフェスティバル、学童保育室及び放課後

子ども教室の運営に係る経費などでござ

います。 

 ２００ページ、目５公民教育費は、せっ

つ生涯学習大学や生涯学習フェスティバ

ルに係る経費などでございます。 

 同ページから２０２ページ、目４公民館

費は、公民館６館の管理運営のための嘱託

員報酬、消耗品、光熱水費、備品購入費な

どの経費、施設や設備の維持補修のための

経費、千里丘公民館耐震補強等工事費など

でございます。 

 ２０２ページ、目６文化財保護費は、文

化財保護審議会委員報酬などでございま

す。 

 項６図書館費、目１図書館総務費は、摂

津市民図書館等協議会委員報酬などでご

ざいます。 

 同ページから２０４ページ、目２図書館

管理費は、市民図書館及び鳥飼図書センタ

ーの管理運営に係る経費でございます。 

 以上、教育総務部の所管いたしておりま

す平成２７年度一般会計歳入歳出決算内

容の補足説明とさせていただきます。 

○市来賢太郎委員長 前馬次世代育成部

長。 

○前馬次世代育成部長 おはようござい

ます。 

 それでは、平成２７年度摂津市一般会計

歳入歳出決算のうち次世代育成部が所管

しております事項につきまして、決算書に

従い、その主なものについて補足説明を申

し上げます。 



- 5 - 

 

 まず、歳入でございますが、決算書の３

０ページをお開きください。 

 款１２分担金及び負担金、項１負担金、

目１民生費負担金、節２児童福祉費負担金

は、認可保育所保育料でございます。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目２民生使用料、節１児童福祉施設使用料

は、市内保育所敷地内の関西電力電柱及び

支線の用地占用料及び子育て総合支援セ

ンター遊戯室使用料でございます。 

 ３２ページ、目６教育使用料、節４幼稚

園保育料は、市立幼稚園保育料でございま

す。 

 ３６ページ、款１４国庫支出金、項１国

庫負担金、目１民生費国庫負担金、節２児

童福祉費負担金は、民間保育所等の運営に

対する教育保育給付費負担金でございま

す。 

 ３８ページ、項２国庫補助金、目２民生

費国庫補助金、節２児童福祉費補助金は、

延長保育事業や一時預かり事業等に対す

る子ども・子育て支援交付金、民間保育園

が行う保育士宿舎借上事業等に対する保

育対策総合支援事業費補助金、保育の質の

向上を図るための研修に対する子ども・子

育て支援体制整備総合事業費国庫補助金

でございます。 

 ４０ページ、目５教育費国庫補助金、節

３幼稚園就園奨励費補助金は、私立幼稚園

在園児の保護者に対する補助金でござい

ます。 

 ４２ページ、款１５府支出金、項１府負

担金、目１民生費府負担金、節２児童福祉

費負担金は、民間保育所等の運営に対する

教育・保育給付費負担金でございます。 

 ４４ページ、項２府補助金、目２民生費

府補助金、節４児童福祉費補助金は、延長

保育事業や一時預かり事業等に対する子

ども・子育て支援交付金、保育所分園整備

に係る大阪府安心こども基金特別対策事

業費補助金、地域児童福祉事業等調査に係

る調査表作成事務に対する庁費交付金で

ございます。 

 ４６ページ、節１２権限移譲交付金は、

認可外保育施設に関する事務に対する交

付金でございます。 

 ４８ページ、目８教育費府補助金、節１

スクールガード・リーダー配置事業補助金

は、小学校の通学路の安全確保へ向けた指

導を行うスクールガード・リーダーの配置

に対する補助金、節３スクール・エンパワ

ーメント推進事業費補助金は、学力向上の

ための学習サポーター派遣に対する補助

金、節４教育支援体制整備事業費補助金は、

特別の教育課程による日本語指導の充実

に対する補助金でございます。 

 ５０ページ、項３委託金、目３教育費委

託金、節１教育費委託金は、中学校区で取

り組む道徳の授業研究や公開講座のため

の豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事

業委託金でございます。 

 同ページ、款１６財産収入、項１財産運

用収入、目１財産貸付収入、節１土地建物

貸付収入は、民間保育園に対しての建物貸

し付けによるものでございます。 

 ６２ページ、款１９諸収入、項４雑入、

目２雑入、節１雑収入は、こども教育課分

として保育所職員給食費負担金、保育所に

係る児童主食費負担金、市立幼稚園預かり

保育利用料などでございます。 

 続きまして、歳出に移らせていただきま

す。 

 決算書の１１８ページをお開きくださ

い。１１８ページからの款３民生費、項２

児童福祉費、目１児童福祉総務費の主なも

のは、子ども・子育て会議委員報酬、保育
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所民営化にかかる事業者選定委員報酬、民

間保育所等に対する教育・保育給付費負担

金などでございます。 

 １２２ページからの目３児童福祉施設

費の主なものは、市立保育所の施設管理運

営に係る経費、子育て総合支援センター遊

戯室開放委託料などでございます。 

 １７４ページ、款９教育費、項１教育総

務費、目２事務局費は、障害児介助員や障

害児等支援員の賃金などでございます。 

 １７６ページからの目３教育センター

費の主なものは、不登校や教育相談に対応

する教育指導嘱託員の報酬及び発達検査

を実施する心理判定員、不登校傾向にある

児童・生徒への支援を行うさわやかフレン

ドの報償費、教育センターの維持管理に伴

う光熱水費や委託料などでございます。 

 １７８ページからの目４教育指導費の

主なものは、経験の浅い教職員の巡回指導

を行う学校教育相談員に対する教育指導

嘱託員報酬、小・中学校に配置いたしてお

ります学級補助員や学校読書活動推進サ

ポーター、家庭教育相談員の賃金、学習サ

ポーターや学力向上支援員、外国語活動支

援員の報償費、国際理解教育のための小・

中学校の英語指導助手派遣、小学２年生か

ら６年生を対象に実施いたしております

学力定着度調査、特別支援教育推進のため

の巡回相談や教員研修の委託料、研究委嘱

学校園及び教育関係団体等への補助金な

どでございます。 

 １８０ページ、目５教育推進費の主なも

のは、中国帰国子女等への日本語指導や土

曜つながり推進事業における指導員の配

置に要する報償費などでございます。 

 同ページ、目６人権教育指導費の主なも

のは、教員を対象とした人権教育研修会の

講師への報償金などでございます。 

 同ページからの項２小学校費、目１学校

管理費及び１８６ページからの項３中学

校費、目１学校管理費は、小・中学校のパ

ソコン附属備品及び教育用ソフト購入に

要する消耗品費、コンピューター教室に配

置いたしておりますパソコン等の修繕料

などでございます。 

 １９２ページからの項４幼稚園費、目１

幼稚園管理費は、市立幼稚園及び、べふこ

ども園の管理運営に係る経費などでござ

います。 

 １９４ページの目２教育振興費は、私立

幼稚園保護者に対する就園奨励費補助金

及び園児保護者補助金でございます。 

 以上、次世代育成部の所管いたします平

成２７年度一般会計歳入歳出決算内容の

補足説明とさせていただきます。 

○市来賢太郎委員長 説明が終わり、質疑

に入ります。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 それでは、所管ごとに十数

点ご質問させていただきたいと思います。 

 まずは総務課でございますけれども、主

に決算概要を中心にご質問いたします。 

 決算概要の１３０ページ、安全対策事業

といたしまして、中学校のオートロック等

の工事であると思いますけども、これで全

ての中学校の工事が完了したのかどうか、

お伺いしたいと思います。 

 続きまして、１４２ページ、１４６ペー

ジ、小・中学校の耐震補強等事業でござい

ますけども、工事に当たって学校内や周辺

での事故や苦情はなかったのかどうか、お

伺いします。 

 続きまして、１４６ページの中学校給食

事業でございます、開設以来、間もなく１

年半がたとうとしておりますけれども、喫

食率は当初の目標値に比較してどうなの
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か、教えていただきたいと思います。 

 また、事務報告書にもございますけども、

中学校教職員の喫食率についてはどうか、

あわせてお伺いします。 

 続きまして、子育て支援課についてでご

ざいますけれども、１５０ページの学童保

育事業でございます。学童保育の民営委託

に関する部会が開催をされておりますけ

れども、その主な内容についてお伺いした

いと思います。 

 もう１点、事務報告書にございますが、

学校によって学童保育の入室児童数に対

する指導員の数が、入室児童数がほぼ同じ

である場合に、指導員数が５人の学校もあ

れば２人の学校もございますけども、それ

はどういう違いがあるのかお教えてくだ

さい。 

 続きまして、ファミリーサポートセンタ

ー運営事業についてでございます。決算概

要の８０ページにございますけども、これ

は社会福祉協議会に運営委託が行われて

いる内容だと思いますけども、平成２７年

度における運営実績について教えていた

だきたいと思います。 

 続きまして、学校教育課でございます。

決算概要１３４ページの教育指導研修事

業で、自転車の交通安全教室の内容と取り

組みについてお伺いしたいと思います。 

 続いて、１３４ページ、学校・家庭連携

支援事業の内容と取り組みについて教え

ていただきたいと思います。 

 続いて、１３６ページ、学力向上推進事

業は新規事業であったと思います。その内

容と現在の成果についてお伺いします。 

 続きまして、１４０ページ、小学校教育

用コンピューター事業でございます。今、

パソコン教室のパソコン更新を進めてい

るところですけども、現在の進捗状況につ

いてお伺いしたいと思います。 

 続いて、こども教育課でございます。決

算書、３８ページ、歳入で児童福祉費補助

金の中の保育対策総合支援事業補助金は

どういう用途で活用されているのか、お伺

いしたいと思います。 

 同じく決算書の１２０ページ、児童福祉

総務費の保育士宿舎借上支援補助金は、保

育士確保のためにどのように活用されて

いるのか、お伺いします。 

 続いて、教育支援課でございますけれど

も、決算概要の１３４ページに教育相談事

業は、不登校の対策にどういう動きをされ

ているのか、また学校教育課所管の各種支

援員との兼ね合いはどのようにされてい

るのか、お伺いします。 

 続いて、１３６ページの特別支援教育推

進事業でございます。その内容についてお

伺いしたいと思います。 

 続きまして、生涯学習課でございます。

１５４ページに公民館運営事業がござい

ます。千里丘公民館の図書購入費が計上さ

れておりますけども、オープン以降の利用

状況についてお伺いします。 

 続いて、１５６ページ、図書館運営事業

でございます。図書館システム更新の費用

が計上されておりますが、更新後のメリッ

ト、新たな図書購入費の計上について、図

書館利用促進に向けた取り組みについて

お伺いします。 

 以上、１回目を終わります。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、水谷委員から

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１番目の決算概要の１３０ページ、

安全対策事業に係るご質問でございます。

平成２７年度に耐震補強等工事を実施さ

せていただく中で、正門等のオートロック
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の工事も同時にさせていただいておりま

す。 

 第一中学校、第二中学校で耐震補強工事

を実施させていただきまして、全ての中学

校のオートロック工事が完了したところ

でございます。 

 次に、２番目の決算概要の１４２ページ

１４６ページ、小・中学校耐震補強等事業

に係るご質問でございます。周辺での事故、

苦情等があったのか、なかったのかという

内容のご質問でございますけれども、耐震

補強、また大規模改修工事を実施させてい

ただく前には、必ず周辺自治会、ＰＴＡ等

も含めまして、安全について最大限配慮を

するということで説明をさせていただい

ております。 

また、工事が実際に始まりましたらガー

ドマンをつけ、児童・生徒はもちろんのこ

と、学校に訪問いただく方についても、安

全面で不安がないように対応をさせてい

ただいたところでございます。 

 次に、３番目の質問でございます。中学

校給食事業に係るご質問でございます。当

初、平成２７年６月からスタートした中学

校給食事業でございますけれども、喫食率

の目標率は３０％を掲げてスタートいた

しました。平成２７年度の平均喫食率は、

４．７％となっております。 

 事務報告書の３０５ページに中学校給

食の延べ給食数、括弧書きで教職員の食数

を書かせていただいております。教職員の

喫食率は、先ほど申しました４．７％の中

には入れさせていただいておりません。今、

手元に教職員だけの喫食率についての数

字は持ち合わせておりませんけれども、事

務報告書に書かせていただいております

とおり、第一中学校１，１６０食、第二中

学校１６５食、第三中学校１，１５７食、

第四中学校３２９食、第五中学校１，１８

１食の、合計３，９９２食を教職員全体で

喫食いただきました。 

○市来賢太郎委員長 木下課長。 

○木下子育て支援課長 それでは、子育て

支援課に係るご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず４点目、学童保育室の事業でござい

ます。決算概要１５０ページ、学童保育事

業で、民間委託の部会の開催内容というこ

とでのご質問でございました。この件につ

きましては、第５次行政改革において、民

間に委ねる方が経費的、サービス面ともに

効果的な行政サービスについては民間委

託を行うという方針に基づき検討を行っ

てきております。 

 これまで保護者の方、母子福祉会等から

日常の学童保育室の保育時間の延長、また

土曜日保育の毎週実施といった項目が要

望として出されてきております。 

 学童保育検討部会を、これまで８月、９

月及び１０月にそれぞれ１回ずつ、計３回

開催をしていただき、延長保育の実施や土

曜日保育の毎週実施について、民間委託に

より経費面で一定効果が見込まれるとい

うことであるなら委託ということで結論

をいただいているところでございます。 

 次に、同じく学童保育室の入室児童数と

指導員との人数の関係というご質問でご

ざいました。本市におきましては、指導員

の配置数につきましては一定基準を設け

てきております。入室児童数と見合う指導

員数というのを配置しているほか、支援が

必要な子どもがいらっしゃる場合には、加

配の指導員という形で配置をしてきてい

るところでございます。 

 加配員の指導につきましては、子どもの

状況に応じて１対１の対応から３対１の
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対応もしているところでございます。この

違いで、ほぼ同じ入室児童数であっても指

導員数が異なっている場合がございます。 

 次に、質問５番目のファミリーサポート

センター運営事業についてのご質問でご

ざいます。ファミリーサポートセンターに

つきましては、援助を必要としておられる

会員、援助をする会員、それぞれが会員登

録をしていただき、相互の援助を連絡調整

するという事業でございます。 

 平成２７年度、社会福祉協議会に委託を

しており、平成２７年度末では会員数とし

ては２６７名が登録をしていただいてお

ります。 

 活動といたしましては、延べ２４３回の

活動実績となっておりまして、その主な内

容は、幼稚園、保育所等の送り迎え、帰宅

後の預かり、産前産後の補助などとなって

おります。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学校教育

課に係りますご質問にお答えいたします。 

 まず、教育指導研修事業の自転車交通安

全教室の内容でございます。これは、危険

な自転車走行に伴う交通事故のスタント

マンによる実演、危険性を疑似体験させる

教育事業でございます。これらを実施する

ことにより、中学生の自転車運転のルール

やマナーの向上を図るためのものでござ

います。昨年度は、第二中学校と第五中学

校の２校で実施しました。今年度の第三中

学校の取り組みをもって、３年間で全ての

中学校での取り組みが終了したところで

ございます。 

 続きまして、学校・家庭連携支援事業の

内容でございます。児童・生徒の問題行動

の背景には、子育てやしつけの方法がわか

らず悩みや不安を抱く、また経済的な理由

で子どもと十分にかかわることができな

いなど家庭環境に課題が見られる場合が

ございます。 

 そこで、各中学校区における小学校１校

に家庭教育相談員を１名、週３日間配置し、

子育てや悩みの不安を持つ家庭に対して

のさまざまな支援、アドバイス等を行って

いるものでございます。 

 不登校、家庭でのしつけ等に関すること

での保護者の不安を和らげ、学校での生活

がよりよいものとなるように行うことが

できております。 

 続きまして、学力向上推進事業でござい

ます。主な内容といたしましては、学習プ

リント採点等補助員、学力向上推進懇談会、

保護者向けのリーフレットの配付、学力定

着度調査の委託といったものでございま

す。 

 学習プリント採点等補助員につきまし

ては、市内の小学校２校に１名ずつ、１日

４時間勤務で、教材データベースというも

のを活用しまして、その印刷や採点等を行

っております。 

 学力向上推進懇談会につきましては、学

識者、また市民の方に委員として入ってい

ただき、学力向上に向けてのさまざまなご

意見、アドバイス等をいただき、市の学力

向上の課題を改めて整理、改善に向けた取

り組み等のご提案をいただいているとこ

ろでございます。 

 保護者への啓発リーフレットにつきま

しては、昨年度、各長期の休みの前に、家

庭から学校に伝えたい１１の内容を１枚

もののリーフレットにして配付をしたと

ころでございます。 

 学力定着度調査につきましては、本市の

小学校２年生から６年生に対しまして、国

語、算数の学力調査を行い、そして小学校
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１年生から６年生までに対して学習や生

活の状況等を伺う調査を行いました。これ

らの結果を踏まえて、各学校の学力課題を

改めて詳細に把握し、指導改善等に生かし

ているところでございます。 

 最後に、小学校のコンピューターにかか

わるご質問に対してお答えいたします。現

在、小学校に４５台のタブレット型パソコ

ンの導入工事を随時進めているところで

ございます。現在、パイロット校である鳥

飼西小学校には設置工事が完了いたしま

したので、既に活用が行える状況となって

おります。業者の方に来ていただき、取り

扱いの説明、研修を行い、学校の中で順次

取り組み等を進めていこうとしていると

ころでございます。２学期中には全ての小

学校に設置工事が完了し、３学期からは全

ての学校で活用できる状況になる見込み

でございます。 

○市来賢太郎委員長 小林部参事。 

○小林次世代育成部参事 それでは、こど

も教育課にかかります２点のご質問にご

答弁申し上げます。 

 まず１点目、保育対策総合支援事業費補

助金でございます。この補助金は地域の実

情に応じた多様な保育需要に対応するた

め、小規模保育事業等の設置によります保

育の受け皿の確保や、保育士の確保に必要

な措置を総合的に講ずることで、待機児童

の解消を図るとともに、子どもを安心して

育てることができる環境整備を行うこと

を目的としたものでございます。 

 平成２７年度は、小規模保育改修等支援

事業といたしまして、平成２８年４月開所

に向けました小規模保育事業所Ａ型の開

設に係る経費及び民間保育園が借り上げ

られる宿舎への保育士を入居させる場合、

その経費の一部を補助いたします保育士

宿舎借上支援事業に係ります補助金でご

ざいます。 

 ２点目の保育士宿舎借上支援補助金で

ございます。この補助金は、現在、保育士

の不足といったところが課題となってお

りまして、市内の民間保育園におきまして

も保育士の人材確保にさまざまな手法で

努めておられるところでございます。 

 この補助金は、民間保育園が勤続５年以

内の職員に、法人が借上契約をされました、

例えば、賃貸マンション、アパートに保育

士を入居させる場合、その経費に対しまし

て一部を補助させていただくものでござ

います。このことによりまして、民間保育

園の安定的な保育士の確保の体制整備が

図られるほか、子どもの受け入れ人数の増

につながる、またひいては保育の質の向上

にもつながるのではないかと考えている

ところでございます。 

 平成２７年度は４園で４名の方にご利

用いただきました。平成２８年度は、現在

のところ５園、９名の方のご利用となって

いるところでございます。 

○市来賢太郎委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 教育支援課にかか

わります質問に関しまして、ご答弁申し上

げます。 

 まず一つ目、教育相談事業に関するご質

問でございますが、この事業では保護者、

児童・生徒、教職員に対しまして、不登校

を初めとするさまざまな子育て等の問題

に関して相談を行う事業でございます。教

育指導嘱託員並びに臨床心理士を、この相

談に対応するため配置しております。また、

市費で小学校にも各１名、スクールカウン

セラーを配置しております。 

 不登校に関しましての対策でございま

すが、それらのスクールカウンセラーや嘱
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託員が、さまざまな相談に応じる対策を講

じております。 

 また、学校教育課との連携でございます

が、家庭教育相談員やＳＳＷなどと合同研

修、あるいは不登校ワーキング、ＳＳＷと

スクールカウンセラーの連絡会というも

のを持ちまして、市内の児童・生徒の登校

の行き渋りや長期欠席の状況や情報共有

を行い、関係機関につなぐ取り組みをして

おります。 

 続きまして、特別支援教育推進事業にか

かわるご質問にお答えいたします。特別支

援にかかわります教職員を対象に専門の

研修を行っておりますが、実際、直接巡回

しながら、支援学級に在籍している児童・

生徒の指導の状況、見守り、あるいは支援

の状況が適切なものであるかどうかとい

う巡回指導を行うための委託を専門機関

に行っております。 

 また、支援学級及び支援学校に就学の可

能性のある幼稚園、保育所を巡回するため

に教育指導嘱託員を１名配置し、適切な就

学につなげるための巡回相談を行ってお

ります。 

○市来賢太郎委員長 伊部課長代理。 

○伊部生涯学習課長代理 それでは、生涯

学習課のうち公民館に係る部分につきま

して答弁をさせていただきます。 

 千里丘公民館におきましては、耐震補強

工事とともに、地元から要望のありました

図書機能を持ったフロアを設置いたしま

した。一般書、児童書とあわせて４，７３

３冊の蔵書がございます。 

 ６月から１０月の貸し出し状況でござ

いますが、貸出冊数が６，４２８冊、件数

が１，８４８件でございます。今回の工事

でロビーにエアコンも設置しまして、快適

な読書活動の推進を図っております。 

○市来賢太郎委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、私から図

書館に関しますご質問につきましてご答

弁させていただきます。 

 平成２７年度に図書館コンピューター

システムの更新をさせていただきました。

以前のシステムにつきましては約１０年

間、システムの更新が行われていない状況

で、特にインターネットを利用することに

関するシステムの部分が非常に弱かった

のではないかと思っております。 

 こちらのシステムを更新することによ

りまして、最適化されたシステムとなって

おり、パソコンや携帯電話、またスマート

フォンなどの利用者の利便性が非常に向

上したものと考えております。 

 また、以前、本会議におきましてもご要

望いただきました図書の貸し出しにおき

まして、例えば、上巻、下巻があるような

もの、また１巻、２巻、３巻、４巻とそう

いったものを貸し出す際に、以前のシステ

ムでございましたら先に下巻を貸し出し

してしまうというようなこともございま

したが、この点につきましても順番に貸し

出すことができる機能を追加させていた

だきまして、利用者から非常に好評をいた

だいております。 

 また、マークと言われます書籍の情報で

ございますが、単に本のタイトルだけでは

なく、その本がどういった内容なのかとい

うことの書籍情報がシステム上で付加さ

れております。旧システムにつきましては、

書籍情報も古く、情報量も少ないものがご

ざいましたが、今回のシステム更新にあわ

せまして、書籍情報を全て最新のもの、情

報量の多いものに全て置きかえさせてい

ただきまして、書籍の検索、また内容を見

て興味を持たれて借りられるということ
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につきましての利便性の向上につながっ

たと考えております。 

 また、管理する側におきましても、故障

時の対応や停電時にシステムを停止せず

に稼働させるというクラウドのメリット

を生かすことで、システムの信頼性の向上

を図っているものと考えております。 

 また、それらにあわせました図書館の利

用促進につきましては、システム導入にあ

わせた図書館の使いこなし講座であった

り、また図書館ツアーの実施、図書館スタ

ンプラリーの実施など、新たな取り組みを

行っており、図書館の利用促進に努めてい

るところでございます。 

○市来賢太郎委員長 水谷委員。 

○水谷毅委員 学校教育課の安全対策事

業で、全ての中学校で工事が完了をしたと

いうことでございますが、例えば、第二中

学校とかのオートロックの門扉を見ます

と、かなり堅牢な感じで、地域とその学校

との壁みたいなものを少し感じる面もご

ざいますけれども、地域の反応であるとか、

やむを得ず遅刻をしてこられる生徒に対

する影響、対応についてお聞かせいただき

たいと思います。 

 続きまして、耐震補強事業について、こ

れで全ての小・中学校の耐震工事が完了し

たというように考えますけども、今後、学

校施設の保全に関して、どのように進めて

いくのか、お考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 続きまして、中学校の給食事業でござい

ます。ご答弁にもありましたように、目標

値３０％について、今、４．７％というこ

とで、いたずらに喫食率を向上させていく

ということでご質問しているわけではな

いんですけども、当初、働く親御さんが非

常に助かるということで給食を目指して

きたと思います。それで、教職員の喫食率

が学校によって非常に差があるというこ

とで、やっぱり喫食率向上のためには教職

員の方も、無理やりとは申し上げませんけ

ども、積極的に利用していただけるように

呼びかけていただきたいと思いますし、今

後の喫食率の向上に向けて課題となって

いる点、また今後どのように工夫をして進

めていこうと考えておられるのか。まだ、

１年半という面もございますけども、お答

えしていただける範囲で教えていただき

たいと思います。 

 続いて、子育て支援課の学童保育事業に

関しまして、私も部会に何度か参加をさせ

ていただきました。その中には、保護者の

代表の方も参加をされておりましたけど

も、今後、どう変わっていくんだろうかと

いう不安を抱いている保護者の方もいら

っしゃるとのことでした。そういう意味で、

このように目指していますというのを保

護者の方にわかりやすいようにお伝えで

きる工夫をしていただきたいと思います。 

 当初、来年度からの民間委託ということ

で進めておられたと思うんですけども、現

在の進捗についてお伺いしたいと思いま

す。 

 また、今後の進め方等、費用的なメリッ

ト、サービス的なメリットがあるのか、教

えていただけたらと思います。 

 続いて、事務報告書にございました学童

保育の指導員の数の差異について、支援を

必要とする子どもがいらっしゃるかどう

かによって加配があるということで理解

できました。 

 今後、民営化するに当たっても、支援を

要するさまざまな子どもがいらっしゃる

と思います。細かいルールづくりをして、

適正な指導員の加配ができるように努め
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ていただきたいことを要望としたいと思

います。 

 続きまして、ファミリーサポートセンタ

ーの件でございます。事業とか回数につい

ては理解できました。この事業が始まって

１０年以上が経過しようとしております

けども、登録会員数がここ数年の推移を見

ますと十分伸びていないような気がいた

します。その理由について、お考えをお聞

かせいただけたらと思います。 

 続きまして、学校教育課の教育指導研修

事業については、自転車の交通安全教室、

いわゆるスタントマンの研修だと思いま

す。現状、五つの中学校で巡回が終わった

ということでございますけども、中学生か

ら見まして非常にインパクトの強い研修

でありますし、自転車事故も増えておりま

す。そういう意味で今後スタントマンの研

修をどのように進めていこうと考えてお

られるのか、お伺いしたいと思います。 

 続きまして、学校・家庭連携支援事業で

ございます。学校の教育現場に、たまにお

伺いしますと、支援員がいらっしゃるとい

うことで、本当に助かるというお声も伺っ

ております。 

 これらの情報を、スクールソーシャルワ

ーカーとか、スクール・エンパワーメント

支援員とかいろんな支援員がありますけ

ども、先ほど、ほかの課からもご答弁があ

りましたように、情報交換がしっかり行わ

れているということで、それぞれが相乗的

に力を発揮していただいて、教職員、児

童・生徒・保護者に本当に喜ばれるように、

いま以上に頑張っていただきたいことを

要望とします。 

 続きまして、学力向上推進事業でござい

ます。これは当初、教材データベースとい

うのを導入し、プリント数を増やし、教職

員の負担を減らすというようにお伺いを

しております。これらが、どういうように

効果的にあらわれて、今後どう進めていけ

ばいいのかというのも、しっかり検討して

いただいて、有効的に進めていただきたい

と思います。要望とします。 

 それから、小学校の教育コンピューター

でございますけども、現在、パイロット校

で導入を開始して、２学期中には導入を終

え、３学期からは全ての中学校で新しいコ

ンピューター、タブレットパソコンが利用

できるということでお伺いしました。 

 問題は、これをどう有効活用していくこ

とだと思います。そういう意味で教育用の

ソフトの充実であるとか、使う側のスキル

の向上に努めていただきたいと思います。 

 また、以前、導入されました液晶テレビ

が小学校にございますけども、例えば、一

番後ろの席から現状のテレビで映し出さ

れたものが見えるのかどうかについても

検証していただきたいです。今回、中学校

での壁かけ型液晶プロジェクターという

のも導入工事が、今、進んでおりますけど

も、場合によっては小学校にもこういうプ

ロジェクターを導入していただいて、ＩＣ

Ｔ機器を通して魅力ある授業づくりに今

後も努力していただきたいことを要望と

します。 

 続きまして、こども教育課でございます

けれども、保育対策総合支援事業補助金に

ついてということで、現在、待機児童解消

のために小規模のＡ型であるとか、努力を

していただいていると思います。 

また、予算措置が国、府であるのであれ

ば、本会議の答弁でもいただきました市内

の比較的あきがある保育園等に子どもを

入園できるようにという取り組みの保育

ステーション事業も早期に実現をして、待
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機児童の解消に努めてほしいことを要望

とします。 

 続いて、保育士宿舎借上支援補助金であ

りますけども、例えば、建屋の充実である

とか、さまざまなことが待機児童解消にあ

りますけども、あとは保育士が十分に確保

できるかどうか、これが最後のネックにな

ってくると思います。そういう意味で、各

種補助金を活用して、またそういう制度が

あるいうことをしっかりアピールをして

いただいて、保育の待機児童の解消に努め

ていただきたいことを要望といたします。 

 続きまして、教育支援課についてでござ

いますけども、教育相談事業ということで、

不登校の対策について、各種の支援員との

取り組みについてよくわかりました。 

 合同研修であるとか、各役割の方々が力

をあわせてしっかり取り組んでいただい

ているということで、今後も必要であると

思われたところには予算要望もしていた

だいて、充実していただきたいことを要望

といたします。 

 続きまして、適応指導教室事業でござい

ますけども、いわゆるパルということで、

支援を要する子どもへのバックアップと

いうことだと思います。ここ数年の動向を

見まして、支援を要する子どもがどの程度

いらっしゃるのか推移を簡単に教えてい

ただけたらと思います。 

 続いて、生涯学習課の件でございます。

公民館の運営事業ということで、千里丘公

民館オープニングにも参加をさせていた

だき、入ってすぐに、雰囲気のいい明るい

図書室ができたんじゃないかなと思いま

した。今後も、この件を参考にしていただ

いて、他の図書施設に関しても充実ができ

るように力を注いでいただきたいことを

要望といたします。 

 続きまして、図書館運営事業でございま

す。システムの変更後ということで、私も

実際に検索し調べてみました。レスポンス

も、そこそこよかったですし、内容もよか

ったんじゃないかなと思いますけども、今

後も使用者の意見も聞きながら充実をし

ていただきたいと思います。 

 図書館利用推進に向けた取り組みとし

て、今週土曜日にビブリオバトルも開催さ

れるとお聞きしておりますけども、しっか

り成功できるように、また小・中学校でも

開催できるように道筋をつけていただけ

たらと思います。 

 あと近隣市との連携ということで、吹田

市千里丘図書館の利用も可能になってお

りますけども、今後、図書館の利用の広域

化について、どのように考えておられるか、

お伺いをしたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 水谷委員からの総務課

に係ります２回目の質問にご答弁させて

いただきます。 

 １番目のオートロックについてのご質

問でございますが、学校教育課から後ほど

ご答弁をさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 ２番目のご質問の耐震補強工事につき

ましては、平成２７年度で１００％完了し

たところでございます。ただ、建築後３０

年以上たっております学校施設は、まだた

くさんございますので、今後、老朽化対策

が必要となってまいります。財政的な面も

ございますけれども、今後、国の交付金も

活用しながら、また建築課、財政課等関係

各課とも相談しながら、計画的に老朽化対

策を進めてまいりたいと思っております。 

 次に、３番目、中学校給食に係る２回目

のご質問でございますが、先ほど事務報告
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書に掲載させていただいております数字

を述べさせていただいておりますけれど

も、やはり学校によって教職員の方の喫食

数に少し差が出ているのも現状でござい

ます。我々といたしましては、生徒はもと

より、教職員の方にも一定食育の観点も含

めまして、ご協力いただきたいということ

で、校長会や教頭会、さまざまな場でも協

力をお願いさせていただいております。平

成２８年度は、教職員の喫食が少ない学校

にお試し試食という形で実施させていた

だきまして、多くの教職員の方にも食べて

いただいております。 

 そのような中で、またクラスの担任の先

生、家庭科の先生等を通じまして、中学校

給食を勧めていただければというように

事務局としても考えております。 

 今後の課題、工夫をどのように考えてお

るかというご質問についてでございます

けれども、昨年の１０月から１１月にかけ

まして、生徒、保護者、教職員の方を対象

にアンケートを実施させていただいてお

ります。その当時のアンケートで申します

と、９５％以上の生徒の方が家庭からのお

弁当を持ってきていただいているという

ことで、残りの５％弱の生徒の方に対して、

我々はアプローチをしていかないといけ

ないというように考えております。 

 毎月に、事務局の栄養士、学校に配置さ

れております栄養職員と献立反省会議を

開催し、メニューの改善も実施させていた

だいております。また、今年度は生徒の方

から、直接、リクエスト料理の募集もかけ

させていただいております。いろいろと課

題はございますけれども、このような形で、

改善させていただいております。 

 喫食率は、まだ芳しくない状況は続いて

おりますけれども、もう一つの指標といた

しまして、利用登録率が挙げられると思い

ます。平成２７年度で申しますと、５６％

の方に登録をいただいておりますけれど

も、この利用登録も少し伸び悩んでいるの

も現状でございます。まだ、食べていただ

いていない生徒の方、保護者の方にも、今

後、積極的に説明会や試食会の場でアピー

ルしていくことで、地道に進めてまいりた

いと考えております。 

○市来賢太郎委員長 木下課長。 

○木下子育て支援課長 それでは、水谷委

員の２回目のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず、学童保育室の民間委託の内容につ

きましてでございます。 

 委員からございましたように、学童保育

検討部会におきまして、一定方向性が出て

まいりました。今後は、子ども・子育て会

議の全体会議の場でも意見をまとめてい

ただき、市としての方針決定という流れを

考えているところでございます。 

 サービス向上をできるだけ早くという

思いもございますけれども、委員からござ

いましたように、保護者への説明も十分に

していかなければならないと考えており

ます。それも踏まえて、今後努力していき

たいと考えております。 

 次に、メリット、費用面での効果という

ことでございますけれども、今回の議論と

いたしましては、サービスの向上を目指す

ということからスタートしております。一

回目のご答弁で申し上げましたように、現

在、５時半までの保育時間を延長する、ま

た月一回の土曜日に保育を毎週実施する

といったことを実施するに当たっては、経

費が必要であるということから、その財源

として委託を考えているというところで

ございます。 
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 費用面といたしましては、サービス拡充

後では、委託により一校当たり約７３０万

円の効果があると試算しているところで

ございます。 

 次に、ファミリーサポートセンターのご

質問についてでございます。 

 会員数が余り伸びていないのではない

かというご質問でございました。この会員

数の拡充につきましては、他市についても

同様になかなか伸び悩んでいるというこ

とをお聞きしているところでございます。 

 現在、取り組みといたしまして、広報や

ホームページへの掲載、また通信の発行、

会員登録説明会の開催、子育て支援の関係

者での会議におけるＰＲ、ブログを開設し

ての周知などをしております。 

 援助を受けられておられた会員で、子ど

もが小学校を卒業された場合には、今度は、

援助会員として援助する側に回っていた

だくような形での登録を依頼する働きか

けも行っているところでございます。今後

も会員数の拡充に向けて周知をしてまい

りたいと考えているところでございます。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 総務課にご質問い

ただきました正門のオートロックに係り

ます影響について、お答えをいたします。 

 オートロックを設置したことにより、地

域の方からの大きな不満等の声は、特には

届いておりません。 

 また、学校に遅れて登校する生徒につき

ましては、当初は、とまどい等もあったと

聞いておりますけども、ボタンを押せない

からといって登校ができなくなったとか、

登校する時間が大幅に遅れたというよう

なことは、特に聞いておりません。 

 今は、生徒にも、学校の対応等にも慣れ

も出てきたこともあり、オートロックにか

かわることでの大きな影響等はないと伺

っております。 

 続きまして、教育指導研修事業におきま

す自転車交通安全教室を今後どのように

考えていくのかという点について、お答え

いたします。 

 スタントマンによる実演については、一

定役割はこれで終えたのかなと思ってお

り、これをもとに、今後は学校で交通安全

の指導に生かしていきたいと思っており

ます。今回のスタントマンの実演等により、

中学生は事故の原因、事故の衝撃、恐ろし

さ、事故のメカニズム等も理解できたと思

われますので、今後は保健の授業はもとよ

り、校長の講話や学年集会、部活動の場な

ど、さまざまな場を通じて、今回の学習内

容を振り返りながら交通安全の指導を行

っていきたいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 撰田課長。 

○撰田教育支援課長 特別支援教育にか

かわりますご質問にご答弁申し上げます。 

 支援を要する子どもの推移でございま

すが、この１０年間で見ますと、まず、市

内の小・中学校の児童生徒数は平成２２年

をピークとして減少の傾向にございます。 

一方、支援学級在籍の児童生徒数は年々

この１０年間増加の傾向にございます。こ

の傾向は、本市に限らず府下全域、このよ

うな状況であると聞いております。 

○市来賢太郎委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、図書館の

広域利用に関する質問につきまして、ご答

弁させていただきます。 

 本市におきましては、平成２７年６月よ

り隣接する吹田市千里丘図書館と本市の

市民図書館の間で図書の相互利用という

ことで、摂津市民と吹田市民がお互いの図

書館を利用できるという協定を結ばせて
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いただきました。こちらにつきましては、

利用率等も順調に伸びておりまして、本市

によりましても、利便性の向上を非常に図

ることができたと考えております。 

 ただ、大阪府下全体で見ますと、地域の

中での広域利用が、現在、進んでおります。 

現在、豊能地区３市２町での広域利用、

また北河内７市での広域利用、大阪市を中

心とした広域利用、南河内での広域利用等、

各地域での生活圏という考えの中での読

書活動の向上という観点からの広域利用

が進められております。 

北摂におきましては、現在、広域利用に

つきましては実施されておりませんが、担

当者レベルにおきまして、制度的な問題、

またコンピューターシステムの改修の問

題等の課題はございますが、実施に向けて

検討しているところでございます。それら

の問題点が一定整理できました段階で、広

域利用の実施ができるものと考えており

ます。 

 今後、広域利用が実施できますよう、推

進してまいりたいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時１４分 休憩） 

（午前１１時１５分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 水谷委員。 

○水谷毅委員 まず、総務課の安全対策事

業ということで、中学校のオートロックに

ついて、地域の反応、またやむを得ず遅刻

してこられる方、生徒に関する影響につい

てお伺いをすることができました。これも

すぐに結果が出る内容ではないと思うん

ですけども、アンテナを張っていただいて、

地域、また生徒の心の動きをしっかり見て

いっていただくことを要望といたします。 

 続きまして、耐震補強事業でございます

けども、老朽化等について、たくさん課題

もあると思うんですけども、トイレの改修

等も大分進んでいることと思います。子ど

もが学校に来たくなるような環境づくり

にもしっかりと力を注いでいただきたい

と思います。 

 あと、これは要望ですけども、今、三宅

柳田小学校の多目的ホールの天井工事が

行われておりますけども、この間、私も利

用したんですけども、エアコンが動かなか

った事象がありました。これから、非構造

部材の工事も多くなってくると思うんで

すけども、周りへの影響も配慮しながら進

めていただくことを要望といたします。 

 また、中学校の給食事業でございますけ

れども、平成２８年度のさまざまなアンケ

ートであるとか、取り組みについて、非常

に理解ができる点はございます。この際、

当初の３０％という目標があった以上、教

育委員会が一丸となって、どうすればみん

なに喜んでいただける中学校給食ができ

るのか、総合力でしっかり考えていただき

たいと思います。 

また現場に入って、生徒の意見、教職員

の意見も聞きながら、給食を利用すること

について、いいムードづくりをしっかりつ

くり上げていただきたいと思います。 

 以前の文教常任委員会のときにも、ご質

問させていただいたんですけども、伸びな

い理由として、一週間前の予約であるとか、

プリペイド形式でお金を入れておかない

といけないという手続きのハードルもあ

ります。そういう意味で、今の中学校給食

を新幹線の予約で例えるなら、指定席と自

由席とございますけども、今、指定席しか

ない状況で、それも一週間前に予約しない

といけないわけですね。中学校給食で、事

業者が許すのであれば、例えば、１０食と
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か２０食とか数を決めて、その日でも利用

できるようなことができないかどうか検

討していただけたらと思います。 

家庭においては、「きょう買い物できな

かったら、あした弁当にしてな。」という

話をしたときに、利用できる可能性がある

ほうが、利用者も喜ばれるのではないかと

思いますので、要望とします。 

 続きまして、子育て支援につきまして、

学童保育のことでございますけども、部会

で出ました意見を尊重していただきなが

ら、しっかりとサービス面の充実もして、

喜ばれるような内容にしていただけたら

と思います。 

また、市内１０校ありますけども、徐々

に進めていくのか一同にやるのか。また１

業者であるのか複数の業者であるのか。い

ろんなやり方があると思うんですけども、

先進的なところをよく見ていただいて、一

番いい取り組みができるように要望とい

たします。 

 続きまして、ファミリーサポートセンタ

ーの件ですけども、開設しました１０年前

と保育環境というか、ニーズも随分変わっ

てきているように思います。働く親御さん

の環境、例えば、税制の面で１０３万円の

壁、１３０万円の壁がありますけども、今、

見直しが検討されております。そういう意

味で、今後、幅広いニーズが要求されるよ

うになると思いますし、このまま社会福祉

協議会に運営委託をして進めていくのか。

また、今、市内事業者でもＮＰＯ法人も大

分実績も示されているところもあります。

そういった部分とも協力していただいて、

さらに利用しやすいような内容に進めて

いただくことを要望します。 

 続きまして、学校教育課のオートロック

については、先ほどの説明で了解いたしま

した。 

 続いて、教育指導研修事業、いわゆる自

転車の交通安全教室についてですけども、

スタントマンというのは非常に人気があ

りまして、予算も１校当たり確か約４０万

円かかかったと思うんですけども、場合に

よっては、１日で２校回っていただいたり、

予算の圧縮も検討していただいて、生徒の

要望も聞いて、できるのであれば、そうい

ったインパクトの強い研修を継続してい

ただくことを要望します。 

 あとは、今、歩きスマホ、ゲームなどの

スマホを通じての事故もありますので、研

修の中で、ときに応じてしっかりと生徒に

伝わるように努力していただくことを要

望といたします。 

 あとは、教育支援課についてでございま

すけれども、平成２２年をピークに子ども

の数が、今、だんだんと減少している反面、

支援を必要とする子ども比率は上がって

いるというお話でございました。摂津市の

教育委員会として、就学前の教育に力を入

れているという面もございますけども、就

学後も含めて、課題の早期発見ができて、

親御さんもしっかり受けとめて、早目にい

ろんな取り組みができるように各課協力

していただき、支援について、さらに努力

をしていただくことを要望とします。 

 続きまして、生涯学習課についてでござ

いますけども、図書館運営事業に当たりま

して、広域ということで、今後、北摂一円

になるとか、いろいろ担当者レベルでお話

を進めていただいている旨もお伺いしま

した。今後も有効な図書環境というか、し

っかり努力をしていただくことを要望と

し、質問を終わります。 

○市来賢太郎委員長 ほかに質疑はあり

ますか。 
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安藤委員。 

○安藤薫委員 それでは、十数点質問をし

ていきたいと思います。 

 最初にですが、平成２７年度は一体どん

な年だったのか、平成２７年度の当初予算、

市長の市政運営の基本方針をもう一回読

み直してみますと、平成２７年度の予算の

テーマが「地域と将来を担う子どもである」

というようなことを市政運営の基本方針

でおっしゃられて予算編成がされたと思

っております。 

この間、子どもの貧困の問題なども大き

な社会問題になってきています。同時に、

平成２７年度は総合計画の中間見直しが

され、人口ビジョンや総合戦略等の会議が

行われたと。私はそれを是とはしておりま

せんが、人口減少時代の中で、子育て世代

の減少の歯どめをかけて、他市への流入を

ストップして人口減少を、少しでも抑制し

ていきたいと。自治体間、都市間の競争を

あおるようなことではあるかとは思いま

すが、子育て支援、教育の分野というのは

非常に重要であると。他市の関係とも、そ

れから摂津市の子どもたちの成長にとっ

ても重要なことであるということを改め

て認識しながら、質問に入っていきたいと

思っています。 

 最初に、決算書からの歳入で３０ページ

にあります保育所の保育料でございます。 

 平成２７年度４月から、子ども・子育て

支援新制度がスタートしましたので、就学

前の子どもたちの通う園が保育園、認定こ

ども園、幼稚園などという体系に変わって

いきました。同時に、保育所の保育料につ

いても、計算の基準が変わったと思ってい

ます。さまざまな制度変更が行われた中で

のスタートだったと思います。最初にお聞

きしておきたいのは、私立保育料は、前年

と比べますと、２割ほど減少をしているん

ですね。その減少の理由を、まずお聞きし

たい。 

 もう１点は、保育料の計算の上で、所得

の区分ですね。これまで所得税額の区分に

よって保育料が設定されていたものが、住

民税の所得割税額という所得区分が大き

く変わったということなどを、保育料の計

算の上でいろいろな変化があったという

ように思います。平成２２年だったかと思

いますが、税制改正によって、子ども手当

の創設の財源ということもあったかと思

いますが、年少扶養控除の上乗せ部分を廃

止していくというようなことが行われた

ときに、年少扶養控除が廃止されて、課税

所得が増えて税額が増えることで保育料

まで上がってしまうのではないかと。そう

いう心配の声にこたえて、年少扶養控除の

上乗せ部分は控除を、みなし適用した上で、

保育料を上がらないようにしているとい

うようなことで工夫もされてきたかとい

うように思います。 

しかし、実は、みなし適用も平成２６年

度末で終わったというように聞いており

ます。平成２７年度、制度が変わり、保育

料の区分階層も変わるなど、いろいろ変わ

っている中で、保育料の値上げになる人、

負担増がなかったのかについてお聞きし

たいと思います。２点、保育料についてお

聞きします。 

 次に、決算概要の中で、８２ページから

８５ページにかけて、保育所の整備と、今、

大きな問題になっている待機児童とのか

かわりでお聞きをしておきたいと思いま

す。 

 最初に民間保育所の入所承諾事業を前

年比で１億８，７２５万円と１０％ほど前

年と比べてアップをしております。 
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一方で、民間保育所等施設整備補助事業

は、約５億円減少をしています。民間保育

所を支援するということで、こういった施

設整備補助事業などもあるかと思います

が、片や待機児童というのは非常に増えて

おります。こうした民間保育所の支援や施

設整備補助等、待機児童によっての定員増

がどうだったのか。それによって、待機児

童がどのように変わっていったのか。平成

２７年度当初の待機児童と、それから３月

１日時点ですね。１年たった時点での待機

児童はどのように変わったのか。新定義の

待機児童と、旧定義、いわゆる自己都合の

待機児童との両面で教えていただきたい

と思います。 

 続いて、決算概要の８６、８７ページに

あります子ども医療費助成事業と、ひとり

親家庭医療費助成制度についてお伺いを

したいと思います。 

 子ども医療費助成事業は、前年の平成２

６年９月から通院医療で小学校卒業まで

所得制限つきではありましたが、拡大され

ました。平成２７年度は変化ありませんで

したが、その後、平成２８年度４月からは

通院で中学校卒業まで拡大されるととも

に、平成２６年度につけられた小学生への

所得制限も配置されたということで、制度

の充実が図られてきた中での、ちょうど間

の年であります。平成２６年から平成２７

年は、子ども医療費助成は制度的に大きな

変化はありませんでしたが、金額、件数、

対象者数が事務報告書などで見ても増え

ているというように認識していますが、そ

の理由についてお聞かせください。 

 次に、決算概要の１４０ページから１４

４ページまでにわたりまして、小学校費、

中学校費の就学援助金制度についてであ

ります。 

 摂津市は、就学援助金制度について認定

基準をかなり低いところに設定をしてき

たことで、多くの義務教育を受けている児

童や生徒に学習支援を行ってこられまし

た。子育て支援の一つとして認定率が非常

に高いけれども、子育て支援として頑張っ

てきたという歴史がありました。その後、

行革によって、所得認定基準が２年にわた

って引き下げられてきましたけれども、し

かし、平均の認定率については、３割ほど

ではないかと認識をしております。改めて、

この就学援助金制度の認定率、認定者数に

ついて、前年比と比べると若干微減であり

ますけれども、現状の認識をお聞きしてお

きたいと思います。 

 それから、決算書の５４ページ、奨学資

金貸付金収入は、就学援助金制度の認定基

準を引き下げたときのシフト事業として

実施された私立高等学校の学習支援金、い

わゆる給付型、返済不要の奨学金というよ

うなものを実施する、所得制限は大きく引

き下げられはしましたけれども、返済不要

の奨学金というようなもので、スタートし

たことによって、今まで利子をつけて返済

をしていた奨学金貸付金制度というのが

実質上廃止されました。 

しかし、廃止された後も貸付残高は残っ

ていますから、毎年毎年、返還を受けて、

それが収入として計上されていると思う

んです。 

 前年も、平成２７年度も、当初の予算、

平成２７年度でいいますと、収入で１，０

３７万５，０００円が組まれました。しか

し、調定額が１，８８６万８，６００円と

約８割増、調定額が上がるんですね。決算

額は８７３万４，６００円、山型になる。

これは、平成２６年度も同じような傾向に

あるんですけれども、どうしてこういった
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ことが起きているのか。返済をされる方々

の事情によるものなのか、どうなのか、事

務手続上のことも含めて教えていただけ

たらと思います。 

 次は、概要の１３６ページ、学力向上推

進事業について質問をしたいと思います。 

 先ほどもご質問がありましたように、新

規事業として計上され、執行されてきたも

のだと思います。学力向上推進事業として

５３０万円ですね、もう一度、配置の状況

と学習プリント採点等補助員の仕事内容、

学力向上にどのようにかかわっておられ

るのかについて、お聞かせをいただきたい

と思います。 

 それから、同じく学力向上推進事業の中

の学力定着度調査でありますが、先ほども

ご説明いただいたように、生活や学習のア

ンケートは小学校１年生から６年生全学

年で、学力の到達度を図る学力テストは、

小学校２年から小学校６年全学年で、国語、

算数で行われているということでありま

す。その定着度テストは、委託となってお

りますから、摂津市教育委員会や学校の現

場がテストをつくって、子どもたちにテス

トをさせ、それを自分たちで採点し傾向を

把握して、この学年、または翌年の学年に

わたしていくというものではなくて、民間

業者に委託をされているもの。これは、全

国学力・学習状況調査であったり、さきの

一般質問でも取り上げました大阪府の中

学生チャレンジテストと同じように、外部

の教育産業に委ねてやってもらっている

ものです。小学生に対しての学力テストを

外部に委ねなければ、子どもたちの日々の

学習到達度であるとか、それから課題であ

るということはわからないのか。私はそん

なことないと思うんですけども、あえて、

民間に委託して、小学校の２年から６年ま

で、６年生は学力テストが６月にもありま

したね、学校の定期テストもあると思うん

ですけども、これをやられる理由について

お聞きをしたいと思います。 

 次に、いろいろ学校現場への人的な保証

がされているかと思います。例えば、学習

サポーターの派遣、小学校１年生の学級補

助員、読書サポーター、スクールカウンセ

ラーやスクールソーシャルワーカーなど、

いろんな制度を活用して、人数が不足して

いる学校現場への人の配置ついては、本当

に忙しいと言われている学校現場に対し

て、教育委員会が努力されていることだと

いうように思います。 

しかし、本来、子どもたちに教育したり、

日々の生活指導をする先生は、正規の先生

で最低限賄うとされていますが、その不足

部分についても、非正規の先生などで補う

べきものではないかと思うんですけれど

も。いわゆる学校の定数、本来、正規採用

の先生で賄わなければならない定数の中

で、１年更新となっている非正規の講師の

割合が、今、どのぐらいになっておられる

のか。 

これまでも何度かお聞きしてきました

けども、講師の方が欠員となったとき、次

の講師を補充する募集で、なかなか人が集

まらないと大変ご苦労されてきている。 

これは、摂津市だけではなく、大阪府内、

または全国的に大きな問題になっている

かと思いますが、欠員ができて補充ができ

ないからといって、授業や教育に穴をあけ

るわけにはいかないので、これはやっぱり

頑張っていただくしかないわけなんです

けども、講師の欠員の状況、それから２週

間以上欠員があっても補充ができなかっ

たケースというものがあると思うんです

ね。平成２６年度に聞いたときには大変た
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くさんの欠員が生じていたとお聞きした

覚えがあるんですけども、平成２７年度は

どうであったのか。お聞きしたいと思いま

す。 

 次に、決算概要の１３４ページの学校部

活動にかかわってです。 

 平成２７年度は、まさに文教常任委員会

でも部活動のことで勉強しようというこ

とで、部活動ガイドラインの先進的な取り

組みをされている鳥取市に視察に行って

まいりました。中学校義務教育において、

もちろん部活動は、学校生活の中でも大変

大きな役割、比重も占めているものではあ

りますが、勝利至上主義であるとか、また

は教員の数が少ない中で、経験していない

スポーツの顧問をやるなどのいろいろな

困難があって、部活動が学校と生徒、保護

者の間にいろいろな摩擦を起こしたり、先

生の苦労を増やしているということから、

部活動のガイドラインをきちんとつくっ

ていこうというような動きが広がってき

たかと思います。 

 摂津市についても、研究を重ねていただ

いて、ことし４月になりましたけれども、

摂津市立中学校部活動ガイドラインが出

ました。平成２７年度、教育長、担当部長

には一緒に視察も行っていただいたかと

思いますが、いろいろな聞き取りであると

か、検討などされてきたというように思っ

ています。その部活動ガイドラインを作成

する上での過程と作成のメンバー、また生

徒、教員、保護者、地域、外部の指導員の

方等もいらっしゃると思うんですが、いろ

んな方の声が、どのように反映されたのか、

お聞きをしておきたいと思います。 

 続きまして、決算概要の１４２ページ、

小学校給食のことであります。 

 １０校の小学校の中で、調理業務の民間

委託をされているのは４校あります。平成

２７年度をもって、４校のうちの３校が委

託先との業者との契約がちょうど切れる

ということで、平成２８年４月から契約す

る調理業務の業者の選定を平成２７年度

に行われたと思います。その学校は、味舌

小学校、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校であ

ります。その業者選定について、お聞きを

しておきたいと思うんですが、業者選定は

費用だけで決める入札方法ではなくて、教

育委員会が定めた幾つかの項目に配点を

配分して、選定委員会がプレゼンを受けて、

点数をつけ、高い点数がついたところに決

定をしていくプロポーザル方式というや

り方で行われました。 

 今回、鳥飼西小学校と鳥飼北小学校を受

注した業者はプロポーザルの採点結果を

公表されている採点結果の中身を見てみ

ますと、８００点満点中の６４２点でした。

参加された三つの団体の中ではトップで

ありましたが、２番手の業者とはわずか３

点の差しかありませんでした。それでもい

ろいろな項目よって配分をして合計した

点数が１点でも高ければ、そこに選ばれる

ということでありますが、私、少し気にな

ったのは、それぞれの配分の点数を個々に

見ていきますと、その業者が２番手の業者

と比べていい点数をとっておられるのは、

請負金額だけなんですね。請負金額が安け

れば高い点数がつく。しかし、ほかに運営

の実績であるとか、調理師、栄養士の職員

配置の体制、アレルギー対応とか、いろい

ろなほかの分野については２番手となっ

ている業者と比べると低いんですよ。この

点はどうでしょうか。 

特に、私が心配なのは、給食調理の現場

というのは、やはり人の動きですよね。経

験、衛生管理、さまざまなスキルが求めら
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れている中、しかも民間業者に委託した際

に心配されるのは、暑い湿気のある中で、

夏も冬も調理をしなければいけない過酷

な労働のわりに、民間業者で雇用されてい

る方、調理員などの給料が大変安いと。こ

れは土曜日、日曜日に一般紙の広告に求人

広告が入りますけども、その求人広告に中

には学校給食の調理現場というのが、ほぼ

毎週のように入っていて、その金額を見る

と、決して高い賃金ではありません。です

から、過酷な労働条件と低賃金によって、

調理員が比較的早く退勤してしまう。やめ

て、次の人が入ってしまう。そういうよう

な体制になって、経験の浅い人が入ってこ

ざるを得ないというようなことも危惧し

て、これまで民間委託について、私は反対

をしてきたわけですけども、職員配置の評

価が大変低いんですね。そういったことか

ら考えて、今回の結果をどのように見てお

られるのか。そういった私の心配について、

お聞きしておきたいと思います。 

 もう一つ、一緒に聞いておきますが、味

舌小学校を受注した業者、８００点中５８

０点、今度は鳥飼西小学校、鳥飼北小学校

のプロポーザルに参加した３団体の合計

よりも低い点数で、今回、入札をされてい

ます。実は、今、心配した職員配置の評価

は、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校を受注し

た業者よりも、まだ点数が低いんです。点

数をつける選定委員のメンバーが違って

いるのか、違う日に行ったのか。恐らく同

じ日に、同じメンバーでやっておられると

想像するわけですけれども、この点につい

てもお考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

なかなかプロポーザルという入札方法

というのは、判定が難しいものであるだけ

に、誰が見ても、公正公平、ここの業者に

頼んだら安全安心だなということがわか

るような説明が必要だと思います。お答え

をいただきたいと思います。 

 続いて、中学校給食です。 

 先ほどもありましたが、中学校でのデリ

バリー方式選択制という形での中学校給

食が平成２７年度６月からスタートをい

たしました。平成２７年度１学期終了時点

で文教常任委員会にも実施状況のご報告

をいただいたかと思うんです。そのときの

喫食率、利用登録率、先ほどご答弁があり

ました平成２７年度当初の平均喫食率、ど

ういう推移になっているのか。また参考ま

でに、平成２８年度２学期も途中ですけど

も、１学期末の段階で結構ですので、利用

登録の率、喫食率についてお聞きしたいと

思います。 

 次に、決算概要の１５０ページで、学童

保育についてあります。 

 平成２７年度に各学童保育室の面積基

準やクラスの単位、支援の単位とか構成す

る児童数、先ほどご説明いただきましたが、

職員の配置状況について、どのようになっ

ているのかをお聞きしたいと思います。 

 お聞きするのは、子ども・子育て支援新

制度が始まってから、これは児童福祉法の

改正だったでしょうか。学童保育事業も法

律上位置づけられたこと、それから、設備

及び運営に関する基準を定める条例を摂

津市が設けて、その基準に沿った学童保育

の運営をしていくということが求められ

ているためで、初めに確認の意味でお聞き

しておきたいと思います。 

 次に、学校施設の施設改修や耐震工事等

についてお聞きしたいと思います。 

 先ほどもありましたが、１点は三宅柳田

小学校の多目的ホール吊り天井の工事で

あります。平成２７年度中の工事が翌年度
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へ予算が丸々繰り越しになりました。 

吊り天井が落下するという事故は、地震

などでいろいろな痛ましい事故が起きて

います。非構造部材、吊り天井は、一日も

早く改修をして、安全な施設に変えていか

なければならないという中で、市民文化ホ

ールの改修が終わった後に、工事をスター

トさせるということで、１年以上先送りに

なってしまったその原因について、お聞き

をしておきたいと思います。 

 あわせまして、学校施設の耐震化につい

ては、先ほどのご答弁にもありましたよう

に、平成２７年度末をもって、耐震化が１

００％達成したということでありました。

財政状況も大変だとおっしゃる中で、１０

０％へ到達したことは大変よかったので

はないかと思います。 

 同時に、耐震化を進める中で、数年前に

学校校舎の外壁が落下するなど、老朽化の

問題も指摘されて、緊急対策で、学校施設

だけでなく、図書館や公民館、いろいろな

施設で危険箇所を総点検して、管理者のチ

ェックシートで安全管理をするというこ

とが建築課を中心に徹底をされたかとい

うように思います。その点、学校の施設は

大規模改修も進められてきてはいると思

いますが、先ほどもお話がありましたよう

に、築後３０年経過した校舎、建物がある

ということですが、日常のそういう建物管

理、点検等がどのようにされて、どこで集

約されているのか、お聞きをしておきたい。 

 それと、老朽化対策、耐震工事とあわせ

て大規模改修も進められていて、トイレの

改修も同時に行われていると認識をして

おりますが、トイレの改修の進捗状況です

ね。特に、和式トイレから洋式トイレへ変

更していくものであるとか、床の湿式から

乾式へ、衛生面を考えた改修などがあるの

ではないかと思うんですが、その点の状況

について、お聞かせいただきたいと思いま

す。 

 次に、概要の１５６ページの図書館につ

いてです。 

 図書館は、いち早く民間事業者に指定管

理をお願いした施設でありまして、５年間

経過し、新しい事業者選定ということが、

平成２７年度に行われ、平成２８年度から

スタートしました。 

図書館については、早くから独自でモニ

タリング調査であるとか、検証会議なども

行われて、インターネット上でも公開をさ

れてきております。図書館だより、図書館

年報などでも、活動の内容もかなりお知ら

せをされてきておりまして、モニタリング

の評価がＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、ＥまでのＣ評価

がずっと続いてきたんですね。せっかく民

間がいいとおっしゃってスタートしたの

に、Ｃ評価ではやっぱりおかしいんではな

いかと思っていたんですが、今回初めて、

平成２７年度はランクＢに上がったとい

うことでありました。その業者が選定委員

会、プロポーザルの入札で改めて継続して

選定されることとなりました。その点の現

状、新たに再契約していく今の業者の改善

点といいますか、ＣからＢに上がった評価

のポイントですね。どこがよかったのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、選定委員は５名で構成されて

おられると思うんですが、そのプレゼンの

審査では４人で行われたというように結

果報告書の中に書かれております。５人し

かいないのに４人になると評点が２割減

ってしまうということなんですが、それは

どういうことだったのか、お聞かせいただ

きたいと思います。 

 次に、概要の１３６ページ、お聞きます。 
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 いじめ問題防止対策推進事業の決算額

としては、対策委員会委員の報酬４万１，

４００円が計上されております。事務報告

や評価書などを見ますと、いじめの認知件

数では、平成２７年度、小学校５４件、中

学校３１件と前年と比べると倍増をして

いるというように書かれておりました。文

科省の通知では、いじめの認知の仕方の方

法をより早く、より積極的に認知に努めて

いくということで、早期発見や早期の対応

につながっていくのだというような説明

をされていますが、この認知件数の倍増と

早期発見、早期対応について、具体的によ

かったことをお聞かせいただきたいと思

います。 

 それから、いじめ問題対策委員会が２回、

いじめ問題対策連絡協議会が３回実施さ

れたとのことでありますが、それらの組織

がどのようなメンバーで構成をされて、ど

のような役割を果たしておられるのかに

ついてもお聞きしたいと思います。 

 そして、もう一つは、いじめ防止アンケ

ートについても、いろいろご議論されたと

のことでありますが、いじめ防止アンケー

トをどのようなものなのか。どのような実

施がされているのかについてもお聞かせ

いただきたいと思います。 

 あと２点お聞きしておきます。 

 概要１５４ページ、公民館事業でありま

す。 

 これも先ほどもありましたように、千里

丘公民館の耐震補強等工事が行われてき

たということであります。工事が遅れて、

これも繰り越しになってオープンが遅れ

ました。ことしの春ぐらいになったかと思

いますが、その主な原因について、お聞き

をしておきたいと思います。 

 それから、耐震補強工事などの実施設計

においては、平成２６年度にも７３４万４，

０００円と地質調査で２８万円が計上さ

れていて、改めて、平成２７年度にも、今

度は１０８万円の実施設計が組まれてお

ります。部署が違うのか、中身が違うのか

わかりませんが、その点もあわせてお聞か

せください。 

 次、最後になりますが、決算概要の１３

０ページの教育委員会事業です。 

 教育委員会の制度が変わったというこ

とで、平成２７年度に総合教育会議が開催

をされたと思います。所管は、政策推進課

になるかとは思いますが、市長部局と教育

委員会が協議調整を行う場として持たれ

た総合教育会議でありますので、少しどの

ような内容が話し合われたのか。それから、

新教育委員会の制度ですね。新教育長、そ

れから教育大綱など、制度的に今までと違

う変わった面があるかと思います。今の摂

津市の状況とあわせて、今後どのように変

わっていくのかについてもお聞かせくだ

さい。 

 １回目は以上です。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します 

（午後０時    休憩） 

（午後０時５９分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 小林部参事。 

○小林次世代育成部参事 それでは、安藤

委員のご質問に、こども教育課に係る部分

につきまして、ご答弁させていただきます。 

 まず１点目、私立保育園保育料の減額の

理由でございますけれども、平成２７年度

子ども・子育て支援新制度の施行に伴いま

して、認定こども園、また、子ども・子育

て支援新制度に移行した幼稚園、地域型保

育を利用される場合、利用者は施設・事業
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者と契約をされ、保育料を施設・事業者へ

支払うこととなりました。私立保育所を利

用される場合は、市町村との契約になりま

すので、保育料は市町村へ支払っていただ

くという流れになりました。 

 平成２７年度、本市では、三つの保育所

が認定こども園へ移行されましたので、そ

の３園の在園児の方の保育料が市の歳入

として計上しておりませんので、平成２６

年度に比べまして減額となっております。 

 ２点目の、その新制度に伴いまして、保

育料の算定区分が所得税額から市町村民

税額へ変わったことによる影響でござい

ますけれども、平成２６年度までの保育料

は、税法上、廃止されておりました年少扶

養控除等があったものとして、所得税の再

計算を行いまして、その再計算後の所得税

に基づき、保育料を決定させていただいて

おりました。 

 平成２７年度から開始されました子ど

も・子育て支援新制度につきましては、年

少扶養控除等の再計算は行わず、市町村民

税額で決定することとなっております。 

 新制度におきましての保育料の決定に

当たりましては、保育料審議会等でも審議

をしていただきましたけれども、この影響

ができる限りないような形で保育料区分、

制度設計を行っておりましたけれども、一

部の保護者の方については、保育料の負担

が増加した方がおられました。 

 本市におきましては、保育料の負担が増

加している保護者の方々について、子ど

も・子育て支援新制度に伴います軽減措置

といたしまして、平成２７年４月から８月

分の保育料を昨年と同じ保育料階層で決

定することとさせていただきました。 

 今回の軽減措置の対象となる方は、公立、

私立を合わせて１８７件でございました。

軽減措置の対象となる保護者の方に対し

ましては、お知らせと、保育料の変更申請

書を送付させていただいたところでござ

います。提出された書類に基づきまして、

４月分にさかのぼり、保育料を変更させて

いただいているところでございます。 

 次に、待機児童対策について、これまで

の対策と現状でございますけれども、平成

２６年度に施設整備として建て替えを行

いました民間保育園２園によりますそれ

ぞれ１０名の２０名の定員増に加えまし

て、２０名定員の認可保育所の分園を１箇

所、平成２７年度４月に開設いたしました。 

また、５月には、２０名定員の認可保育

所分園１園の開設を行いまして、合計６０

名の定員増を行ったところでございます。 

 待機児童数の推移でございますけれど

も、厚生労働省保育所入所待機児童数の定

義における待機児童数は、平成２７年４月

１日現在で３７名、平成２８年３月１日現

在で１７７名、また、転園希望であったり、

希望される保育所等に空きがないから待

機となっている、自転車で自宅から３０分

未満のいわゆる登園可能な保育所等への

入所が可能であるが、入所を希望されてい

ないなど、いわゆる私的理由を加えた待機

者の方は、４月１日現在、１１３名、３月

１日現在、２７３名といった状況でござい

ます。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午後１時４分 休憩） 

（午後１時５分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 小林参事。 

○小林次世代育成部参事 平成２８年４

月に向けまして、小規模保育事業所１２名、

認可外保育所から認可保育所への移行等
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も踏まえまして、平成２８年４月１日現在

における厚生労働省通知の保育所入所待

機児童数の定義における待機児童数は２

４名、私的理由による待機児童数７３名を

加えた９７名を待機児童数として計上さ

せていただいているものでございます。 

○市来賢太郎委員長 木下課長。 

○木下子育て支援課長 それでは、子育て

支援課に係るご質問にご答弁申し上げま

す。 

 まず、子ども医療費助成についてでござ

いますけれども、平成２６年度と平成２７

年度とで件数や金額が伸びているという

ことでございますけれども、その理由でご

ざいます。 

 平成２６年の制度改正におきまして、子

どもの通院医療費助成の対象者を小学校

就学前から小学校６年生までに拡大をさ

せてもらっております。この拡大時期につ

きましては、平成２６年９月からとしてお

りましたので、平成２６年度はこの小学生

を対象とした期間が６か月間でございま

したけれども、平成２７年度は当初からで

すので、通年ということで、期間が異なっ

てまいります。 

 これによりまして、月平均の件数として、

平成２６年度８，８４３件が、平成２７年

度１万７３６件に、月平均の通院助成の金

額は１，１８９万４，０３８円が１，４８

６万１，３５１円に拡大しているところで

ございます。 

 なお、内訳を見ますと、通院の未就学児

は、ほぼ同額でございますけれども、小学

生は、ほぼ倍増となっておるところでござ

います。 

 次に、就学援助のご質問でございます。

昨年度比でどのような状況かというご質

問でございましたけれども、小学校では認

定者数が平成２６年度１，３５１人から平

成２７年度は１，２７７人に、また、認定

率は２９．９７％から２８．８３％に、中

学校では、平成２６年度６８４人から平成

２７年度は６５６人、認定率では、２９．

５１％から２９．５４％となっております。 

 認定者は、対前年度比で、いずれも減少

しておりますが、中学校では分母も減少し

ておりますため、認定率は微増となってい

るものでございます。 

 なお、どのような認識かとのご質問でご

ざいますけれども、平成２４年度の改正に

おきまして、新たにＰＴＡ会費、生徒会費

の項目を設けております。制度改正前の平

成２３年度の実績と比較いたしますと、１

人当たりの支給額は、小学校で平成２３年

度が約５万６，０００円でありましたけれ

ども、平成２７年度が約６万３，０００円

に、中学校では、約４万７，０００円が約

６万円に、それぞれいずれも大幅に増加し

てきております。 

 制度改正の意図としてご説明してきた

ように、対象となっている方については、

手厚い支援になっているものというよう

に考えております。 

 次に、奨学資金の収入についてでござい

ます。予算額、調定額、収入済額、収入未

済額等が大幅に変動しているのではとい

うご質問でございましたけれども、予算額

につきましては、当該年度に収納の時期を

迎える金額、納期が到来するというものを

計上させてもらっております。 

 ただ、実際には、過年度分なども含めて

滞納が発生をしてまいりますので、それを

加えて調定をさせていただいております。

過年度分については、さまざまな努力をし

てはおりますけれども、返済していただけ

る割合が非常に低くなっているのが現状
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でございまして、このような形で収入未済

額が発生しているものでございます。 

 電話や訪問、郵送などのほか、庁内で設

置しておりますコールセンターなどを活

用して徴収を行ってきており、今後もさま

ざまな方法を用いて早期の返済を働きか

けてまいりたいと思っております。 

 次に、学童保育についてのご質問にご答

弁申し上げます。 

 平成２７年度からの児童福祉法の改正

等により、市町村が事業主体となるととも

に、設備及び運営に関する基準を定める条

例を定めることとされまして、本市におい

ても条例を制定してきているところでご

ざいます。 

 この中で、設備の面積といたしまして、

児童１人当たりおおむね１．６５平方メー

トルとされておりますほか、児童の数とし

ては、クラスごとにおおむね４０人以下、

また、職員としては、クラスごとに２人以

上を配置して、うち１人は、一定の要件が

ある方のうち、研修に参加した方に与えら

れる放課後児童支援員を置くこととされ

ています。また、クラスの人数などについ

ては、５年間の経過措置を設けているとこ

ろでございます。 

 現状ということですけれども、まず、面

積につきましては、この基準におさまるよ

うに努めてはおりますけれども、本市では、

入室申請の期間中に申し込みされた方に

ついては、なるべく受け入れをするという

ことにしてきておりまして、若干の幅を持

たせて、その方々が入室していただけるよ

うな対応をしてきております。 

 児童数が大幅に増加しております摂津

小学校におきましては、今年度、平成２８

年度においては、少人数学級をお借りする

などの対応をしてきておるところでござ

います。 

 また、クラスの人数ですけれども、現在、

７０人を超過した場合については、２クラ

スに分けるという対応をしてきていると

ころです。 

 最後に、職員ですけれども、１クラスに

２人以上配置するということにしてきて

おり、担任を持っている正指導員について

は、平成２７年度、平成２８年度の２年間

において、全員が大阪府の放課後児童支援

員の研修を終える見込みでございます。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学校教育

課にかかわりますご質問につきましてお

答え申し上げます。 

 まず、学力向上推進事業のプリント採点

等補助員の配置状況です。これは、平成２

７年度、２つの小学校に１名ずつ、各校４

時間勤務する形で配置をいたしました。時

間帯としては、主に、午前中を中心として

おります。 

 仕事の内容ですが、教材データベースを

もとに、担任等が必要なプリント等を考え、

プリントアウトいたします。それを子ども

たちに取り組ませた後に回収し、このプリ

ント採点等補助員が採点業務を行う、これ

が基本的な流れでございます。 

 ただ、進めていくうちに多く使うような

プリント等が見えてまいりますので、時間

短縮を図ることから、あらかじめプリント

採点等補助員が印刷するようなことも、一

部行っているところでございます。 

 それから、学力定着度調査をあえて小学

校で行う理由についてでございます。前年

度まで、当該年度の１２月までの学力の定

着度の状況を把握し、授業を初めとした取

り組みについて検証する、そして効果の上

がっているところについてはそのまま継
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続し、課題として見られたところは改善策

を講じる、そのようなサイクルを小学校の

学年ごとでも丁寧に行うことを目的とし

て、実施をしております。 

 問題作成、それから採点、集計等の作業、

これもかなりの時間を要することになり

ますので、民間業者に委託しているところ

でございます。 

 続きまして、部活動ガイドラインについ

てでございます。作成の過程ですが、まず、

事務局で素案を作成いたしました。それを

もとに、校園長所長会にて素案の説明を行

い、その後、ガイドラインの検討委員会で

検討いただきました。 

 そして、校長会や教頭会で意見をいただ

いた後、中学校のＰＴＡ会長、各校の運営

委員会等で意見の聞き取りを行い、部活動

の外部指導者でご活躍いただいている方

にも意見を聞き、本市の部活動振興相談員

の視点も入れながら整えていきました。最

終的に、学校の教職員の意見も集め、校長

会にて最後の意見交換を行い、作成に至り

ました。 

 続きまして、いじめ問題防止対策推進事

業にかかわるご質問でございます。いじめ

の認知件数が、非常に増加した理由は、軽

微なものも計上していこうという結果の

ためでございました。 

 これによりよかった点といたしまして

は、教員が小さなトラブルの中でも、いじ

めの要素がないのだろうかというアンテ

ナを高く張ること、以前のいじめの事案が

その後どのように解消されたのかなどを

詳しく見ることができるようになってい

ることが挙げられます。 

 それから、いじめ問題対策委員会といじ

め対策連絡協議会についてのご質問にお

答えいたします。 

 いじめ問題対策委員会は、学識者、弁護

士、社会福祉士等、専門的見地を有する方

にご出席いただき、本市のいじめ対策の取

り組みについてのご意見をいただく組織

でございます。 

 それから、いじめ問題対策連絡協議会に

つきましては、摂津市の補導地区の協助員

の方やスクールソーシャルワーカー、学校

の生徒指導担当、子ども家庭センターや摂

津警察など、地域の方々に参加していただ

き、本市の取り組みや現状を把握いただく

とともに、各方面の取り組みを共有してい

くというねらいを持って取り組んでおり

ます。 

 最後に、いじめアンケートについてです。

平成２７年度は、１０月に実施をいたしま

した。市教委で作成をし、無記名、全学年

を対象として実施をいたしました。内容と

しましては、４月からこれまでいじめを受

けたことがあるかなどのようなものを問

うものでございました。 

○市来賢太郎委員長 奥野参事。 

○奥野学校教育課参事 続きまして、講師

の割合や欠員状況等についてのご質問に

ご答弁申し上げます。 

 まず、定数内講師の割合でございますが、

平成２８年５月１日時点におきまして、小

学校におきましては、５．９％、中学校に

おきましては、１９．５％、平均をとりま

して、１０．６％でございます。 

 続きまして、平成２７年度の講師の欠員

についてのご質問でございますが、未配置

期間が２週間以上の常勤講師は３名、同じ

く２週間以上未配置の非常勤講師につき

ましては、２名でございました。 

 以上でございます。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、総務課に係り



- 30 - 

 

ますご質問にお答えいたします。 

 まず、小学校給食の民間委託についての

ご質問でございます。昨年度、鳥飼西小学

校、鳥飼北小学校、味舌小学校が更新時期

ということで、金額だけではないプロポー

ザル方式による入札を実施させていただ

いております。 

 選定方法につきましては、審査項目の請

負金額、学校給食実績、配置人員、衛生管

理方針等の６項目につきまして、選定委員

８名で実施をさせていただいたものでご

ざいます。 

 また、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校、味

舌小学校は、同じ選定日で、選定委員につ

きましても同じメンバーでそれぞれ実施

させていただいております。 

採点結果、選定結果につきましては、公

表をさせていただいております。審査につ

きましては、公平・公正な審査が行われた

ものと我々としては認識をしておるとこ

ろでございます。 

 続きまして、中学校給食のご質問でござ

います。 

 平成２７年度の喫食率の推移というご

質問でございますが、平成２７年度の１学

期につきましては、６．５％、２学期につ

きましては、４．７％、３学期につきまし

ては、３．６％、平成２７年度の全体の平

均喫食率といたしましては、４．７％とな

っております。 

 なお、平成２８年度１学期現在ではござ

いますが、平均３．９％の喫食率となって

おります。 

 続きまして、三宅柳田小学校多目的ホー

ルの改修工事に伴うご質問でございます。 

 こちらにつきましては、平成２７年度に

実施する予定で、入札等も１０月に指名競

争入札で実施させていただきまして、業者

が落札されたところではありますけれど

も、その後、業者から履行ができないとい

うことで、最終的には辞退の申し出をいた

だきまして、その後、再度、見積書による

選定ということで、提出いただいたんです

けども、最終的には、見積もり合わせが不

調となりました。 

 三宅柳田小学校多目的ホールの代替施

設として、文化ホールが近隣にございます

ので、文化ホールの耐震工事が予定されて

おったということもございまして、最終的

に工期の関係等もございましたので、庁内

で協議をさせていただきまして、また、大

阪府におきましても、交付金の繰り越しが

認められるということもいただきました

ので、今年度、平成２８年度に繰り越した

ということでございます。 

 続きまして、耐震化につきましてのご質

問でございます。先ほども申しました平成

２７年度で小・中学校の施設１００％耐震

化率、一定完了させていただいております。 

 以前に、図書館のコンクリート落下等が、

平成２３年だったと思いますけれども、発

生いたしまして、その際に、施設の緊急点

検ということで実施させていただきまし

た。結果的には、特に問題はありませんで

したが、先ほども答弁させていただいてお

りますけれども、建築後３０年以上の老朽

化施設もございますので、日常の点検、こ

れは委員からもおっしゃっていただいて

おりました、以前に建築課を中心に点検マ

ニュアルをつくっていただきまして、学校

管理職、学校の校務員等で点検、また我々

事務局の職員も普段、修繕等で学校現場を

回りますので目視等をして、施設の危ない

ところがないか、確認をさせていただいて

おります。 

 緊急的に修繕を実施しないといけない
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ところは、もちろん、修繕の中で優先順位

をつけまして実施しているところでござ

います。 

 また、大規模改修工事、耐震工事等の中

であわせて、トイレの改修工事も実施させ

ていただいております。洋式トイレが、ま

だまだ入っていない学校もございますの

で、平成２７年度から平成２９年度までの

３か年で、今、計画的に各トイレに最低１

基の洋式トイレが入るような形で、修繕工

事等もさせていただいております。 

 あわせて、昨年度、別府小学校におきま

しては、大規模改修を実施し、一部の校舎

のトイレを乾式のトイレに修繕させてい

ただいております。中学校におきましても、

第一中学校、第二中学校におきまして、一

部のトイレを乾式の工事をさせていただ

いたところでございます。 

 最後に、教育委員会制度の改正について

のご質問でございます。こちらにつきまし

ては、平成２７年度に地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の改正がございま

して、教育の政治的中立性、継続性、安定

性を確保しながら、責任体制の明確化や迅

速な危機管理体制の構築を図るために改

正が行われたものでございます。 

 改正内容の大きな点としては、これまで

の代表者である教育委員会の委員長と事

務の責任者であります教育長を一本化い

たしました新教育長の設置、また、首長に

よる総合教育会議の設置というところが

大きな改正点と認識しております。 

 平成２７年度には２回、総合教育会議を

開催させていただきました。５月と１０月

に開催いたしまして、５月、第１回につき

ましては、総合教育会議を開くに当たりま

して、概要の説明、また、市長が教育に関

する方針等を定めるとなっております教

育に関する大綱の策定に向けて議論いた

だいたところでございます。 

 また、第２回目につきましては、文化ス

ポーツ行政が市長部局に移管することに

ついて議論をいただきました。 

 今年度は、１１月の第１１回教育委員会

定例会の前に、第１回の総合教育会議を開

かせていただくということで、政策推進課

と調整させていただいているところでご

ざいます。 

○市来賢太郎委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、図書館の

指定管理にかかわりますご質問につきま

して、答弁させていただきます。 

 まず、毎年行っております評価モニタリ

ングにおきまして、平成２７年度評価がＢ

評価となった理由でございます。 

 さまざまな理由が考えられると思いま

すが、大きなものといたしましては、平成

２６年度から平成２７年度にかけまして、

図書館の書架のレイアウトを見直しさせ

ていただきました。 

 この改善によりまして、図書の蔵書量の

向上及び利用者の利便性の向上を図るこ

とができ、また、市民図書館においては、

お茶などを飲みながら気楽に読書が楽し

める読書ラウンジの設置やコーヒーの自

動販売機の設置など、図書館の本来の機能

が向上しました。また、指定管理者の自主

事業といたしまして、コミュニティプラザ

での出張お話し会の実施や先進的な取り

組みでありますぬいぐるみのお泊まり会、

手話でのお話し会、バリアフリー映画会な

どのソフト面の向上など、他市での指定管

理や管理委託のノウハウを生かした管理

運営について評価を受けたものと考えて

おります。 

 また、平成２８年度、新たに指定管理継
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続となったことにつきまして、どういうと

ころが改善されたかという点でございま

すが、平成２８年４月より摂津市民図書館、

鳥飼図書センター、それぞれにおきまして、

開館時間の延長を図っております。 

 摂津市民図書館につきましては、それま

で午前１０時からであったものを午前９

時半から開館、鳥飼図書センターにつきま

しては、それまで午後６時閉館でありまし

たものを午後６時３０分まで開館という

形で、開館時間の延長を図っております。 

 また、図書館以外での予約図書の受け取

り及び返却につきまして、現在まで、平成

２７年度までは、千里丘公民館とコミュニ

ティプラザの２箇所で実施しておりまし

たが、平成２８年度から、味生公民館及び

鳥飼東公民館の２館が追加されておりま

す。 

 現在、この２館につきましては、まだサ

ービスが始まったばかりで、利用者数も少

ない状況でございますが、今後、利用者数

が増えてくると考えております。 

 特に、鳥飼東公民館におきましては、図

書館から、かなり離れておりますので、利

便性の向上が非常に図れたものと考えて

おります。 

 続きまして、指定管理者の選定委員５名

の委員のうち、選定当日、４人で選定した

件につきましてでございますが、指定管理

者選定委員会につきましては、市長部局の

政策推進課で所管しておりますので、私ど

もで詳しい内容につきましては、聞き及ん

でおらないのですが、民間の委員２名、庁

内委員３名の５名で構成されておりまし

て、民間委員の２名のうち、１名の方が急

なご公務のため欠席とお伺いしておりま

す。 

○市来賢太郎委員長 伊部課長代理。 

○伊部生涯学習課長代理 それでは、千里

丘公民館耐震補強等工事が、年度を繰り越

して完成したことについて、答弁をさせて

いただきます。 

 工事が遅れ、オープンが遅れましたこと

は、ご利用者に対して、大変ご迷惑をおか

けし申しわけございませんでした。 

 繰り越した理由につきましては、インフ

ラ設備の老朽化が挙げられます。当該、工

事においては、本館とは別に新たに別館を

増築するため、水道、下水道、電気など、

既存棟の地下埋設物について試掘調査し

た結果、老朽化が進行しており、取替交換

を要するため、同設備の更新の設計変更を

行いました。 

 このインフラ移設は、当初、想定してい

なかった案件であることから、再度、実施

設計を行い、工事を行ったところでござい

ます。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 保育料の件ですが、私立保

育料の２割減少の件は理解できました。 

 小林参事からご説明いただきました保

育料計算において、年少扶養控除のみなし

適用が廃止されたけれども、それによって

保育料の値上げになった方は、平成２７年

度の４月から８月までの分は、前年同様の

保育料ということで対応されたというよ

うなことでありました。 

 そういった点については、やっぱり保育

料、税制改正の影響で、入ってくる収入は

変わらないのに、税金も上がるし、保育料

も上がるということで、できるだけ影響が

ないように、子育て支援の観点から対応さ

れたということはよかったと思うわけで

ございますが、当初、計算方法が変わるこ

とで、できるだけ値上げにならないように、

影響がないような制度設計をされるとい
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うことでありましたが、報告によると、１

８７件、全体から言って多いのか少ないの

か、個々の保護者の方からしてみれば、１

８７人の方が値上げにつながってきたと

いうことで言えば、非常に多い人数ではな

いかと僕は思っています。 

 制度設計そのものも、税制にかかわるこ

とですから、全てをカバーできるのかとい

う点では、困難な面もあるかと思いますけ

ども、この制度変更によって値上げとなっ

てしまったことは、やはり決していい制度

改正ではなかったということを申し上げ

ておきたいと思うわけです。 

 それでも、８月までは前年どおり保育料

で保育所に通ってもらえるという努力を

していただいたことはいいんですけれど

も、しかし、例えば、国の通知でいきます

と、在園児の方については、その園児が卒

園するまでの間も、引き続いて保育料を今

までの保育料で、所得階層で計算をするこ

とは可能だというような国の通知があり

ましたので、８月で切って９月から１８７

件の方々は値上げになってしまっている

わけですね。 

 それ以降も、市として、やはり保育料を

据え置くというような判断はできなかっ

たのか、自治体によって判断は違うと思い

ますけれども、熊本市などでは、もちろん、

いろいろ災害もあったのかもしれません

けど、あったことが影響しているかわかり

ませんが、熊本市では、在園児がその保育

園にいる卒園するまでの間は、年少者扶養

控除のみなし適用されていた時代の保育

料の所得階層を認めるということをやっ

ておられるんですね。 

 せっかく配慮をしているのですから、半

年後、上げていくということでなく、その

趣旨からいったら、せめて保育園を卒園す

るまでは、その保育料で据え置くべきであ

ったのではないかというように思います

が、もう一度その点、判断は正しかったと

思われるのか、どうだったのかお聞かせを

いただきたいと思います。 

 次に、待機児童、保育所の整備について

であります。平成２７年度４月１日で厚生

労働省定義におきますと、３７名だった待

機児童は、年度終わりの３月１日には１７

７名と、１４０名、待機児童が増えていま

す。 

 私的理由といいますか、３０分以内で通

えるところで行かなければ、厚生労働省の

待機児童としてはカウントしないと、これ

はかなりむちゃな話だなと私は思いまし

て、やはり希望する保育所に入れない人を

きちんとした実待機児童としてカウント

すべきだと思います。 

 旧定義でいきますと、その実待機児童は、

４月１日時点で１１３名、最初から１１３

名いて、結果、１年間で２７３名と倍以上

に、平成２７年度、膨れ上がりました。 

 最初から１００名の待機児童を抱えて

いる中で、その年の定員増は、民間保育園

の６０名でした。６０名の定員増があった

けれども、２７３名ということですから、

もしこれがなければ、３００名を超す待機

児童が平成２７年度、摂津市のまちにあふ

れ返っていたことになるということだと

思います。 

 平成２８年度のお話もしていただきま

した。小規模保育事業者Ａ型、定員１２名、

それから、認可外から認可に移られた事業

者が３０名ですかね、４２名という定員増

ではありますけど、平成２８年４月１日時

点でも、既に厚生労働省の定義では２４名

ですけれども、実際の希望する保育所に入

れない待機児童は９７名と、そこが出発点
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になってしまっています。 

 ４２名増員されても、１１月１日現在の

待機児童を、摂津市のホームページで、毎

月毎月、入所状況をオープンにしていただ

いているのでわかります。こういったオー

プンしていただくというのは、非常にあり

がたいことで、いいことだと思うんですけ

れども、それを見ますと、平成２８年の今

月の１日、厚生労働省の定義でいうと、２

４名だったのが１１２名になっています

ね。実際に、希望する保育所に入れない子

どもも２２１名になっているんです。 

 ことし初めの子ども・子育て会議で、傍

聴させていただきましたけど、ことし新た

に民間保育所、もしくは公立保育所で定員

増を図る予定を聞いていますと、今回も小

規模事業所Ａ型ですね、定員、一番多くて

も１９名の定員の小規模の保育所の誘致

を、それでも大変なことだとは思いますけ

ども、誘致をされて、もう決まったとホー

ムページでも載っておりましたけども、二

百数十名、去年もことしも２００名を超す

待機児童が出てくる中で、民間保育所の施

設整備での増員に頼っているだけで、本当

にいいのかというのが、今、本当に問われ

ているんじゃないかなというように思い

ます。 

 お隣の吹田市でも、待機児童解消のため

のアクションプランなどを設けられて、あ

らゆる手だてをとっておられると思うん

ですね。茨木市、高槻市に聞きますと、こ

れはいいか悪いか、長期的には問題がある

かもしれませんけれども、少なくとも公と

して、待機児童を受け入れる施設を設置し

て、待機児童解消のために暫定的でも緊急

対策として行われているということを聞

いています。 

 今、待機児童が大変多くなっている中で、

一方では、人口減少期になって、１０年、

２０年、３０年たっていくと、子どもの数

も含めて、人口が減っていきますから、そ

うした状況を見ながら、民間保育所に全て

施設整備を頼るということは、やはりなか

なか困難ではないかと。将来、遠い先を見

越して、経営戦略を立てられる民間の保育

所が、将来的に子どもが減ってくるかもし

れないというようなところに設備投資を

やっていくというのは、かなりリスクを伴

うことになると思います。 

 そうした中でも、摂津市では、かなりこ

の間、百数十名という定員増、民間の保育

所だけでやってきていただいているとい

うのが実態ですよね。それでも、やはり待

機児童は増えています。 

 今度、千里丘新町の約１，０００戸のマ

ンションが建ちます。その約１，０００戸

のマンションに対応する保育所１５０名

というのは、計画をされておりますけれど

も、現段階の待機児童の解消には至ってい

ないし、新たに保育所ができれば、今まで

保育所に入れられなかったから働くのを

諦めていた方々を含めた潜在的な待機児

童も生まれてくるということになると思

うんです。 

 そうしたときに、公立の立場で摂津市の

子どもたちが入れる保育所を用意してい

く。これは、子育て支援に力を入れる摂津

市で子育てができるとして、摂津市の若い

世代が他市へ引っ越したり、他市から引っ

越してくるというようなことでいえば、非

常に大きな施策で人口ビジョンや総合戦

略にもかなった施策だというように私は

思うんですけれども、公として、待機児童

の緊急的な対応をとっていく、施設として

とっていくというようなことについての

検討はされてきているのか、されるのか。
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そのお考えについて、この際お聞きしてお

きたいというように思います。 

 それから、児童福祉施設整備費補助金が、

当初予算から補正予算で約１，４００万円

ほどですか、２５％減額となっております

が、その点について教えていただきたいと

思います。 

 次に、子育て支援課への質問で、子ども

医療費助成などについてであります。昨年

９月に拡大しましたから、半年分しか含ま

れていないということで、ことし１年通し

ての増加分ということで理解できました。 

 もう一つお聞きしておきたいのは、子ど

も医療費助成、ひとり親家庭医療費助成の

中にある入院時の食事療養費について、助

成の内容、目的、額についてお聞きをした

いと思います。 

 次に、就学援助金の制度であります。所

得認定基準を引き上げたけれども、その分

の支給項目を増やして、ＰＴＡ会費、生徒

会費を増やしたということで、給付の金額、

単価が上がりましたというようなご説明

をいただきました。 

 この給付の種目を増やしていくという

点でいえば、もう一つ、クラブ活動費もこ

れ、引き上げができる項目になると思うん

ですね。公立の中学校でのクラブ活動、や

りたくても、ユニホームや道具など、さま

ざまな費用がかかります。 

 就学援助として、クラブ活動が、部活動

が学校教育の一環としても位置づけられ

ている中で、対象拡大していく必要がある

のではないかというように思いますけど

も、いかがでしょうか。 

 それから、就学援助金の支給の時期につ

いてです。これまでも年度の最初の支給日、

以前は９月に支給をまとめて、さかのぼっ

て支給されていました。しかし、学校でか

かる費用で一番お金がかかるのは、年度当

初だと思うんですね。特に、新入学の人た

ちからしてみれば、制服、体操服、スリッ

パ、かばんであったり、柔道着であったり

いろいろ決められたものを買うことが必

要になってきます。 

 学校で聞くと、卒業生から、まだ着られ

るものがあったら置いておいてといって、

就学援助金制度プラス新しく入ってきた

人で、買えない、用意のできなかった人に

回してあげるなどの現場でのいろんな工

夫もされていると思うんですけども、やっ

ぱり必要とされているときに必要な目的

に合った就学援助金がしっかりと保護者

の手元に届くようにすることが大事だと

思います。この間、努力していただいて、

８月支給となり、１か月、少し前倒しにな

ってきたと思うんですけどもね。なかなか、

やはり実務上の問題、困難なハードルもあ

るかと思いますが、現実問題として、７月

に支給している自治体があったり、東京の

板橋区、３年ぐらい前のここでも紹介をさ

せていただきましたけども、年度当初に支

給をしている自治体もあります。研究をし

ていただきたいということで、お願いもし

てきたところであります。 

 改めて、初回の支給日をできるだけ早く

するということについて、お考えをお聞か

せいただきたいし、検討をされてきたので

あれば、到達点をお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、学童保育についてです。摂津小学

校のお話がありましたが、平成２８年４月

には既に１５０人を超していまして、数年

前に旧味舌体育館を解体した跡に、給食調

理室と学童保育室、２部屋を新築しました。 

しかし、その２部屋では足りなくて、今、

校舎内の少人数学級の部屋を借りて学童
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保育をやっているということであります。

今後、この設備及び運営に関する基準を定

める条例、摂津市が、摂津市の学童保育は

こうしますと内外に示した基準となる条

例では、数年後、これから５年間の経過措

置はありますけれども、１クラスの単位、

今、７０名とおっしゃいましたけども、４

０名以内にしていくということがうたわ

れています。 

 そうしますと、今でも教室が足りなくな

ってきているような状況の学校がたくさ

んあると思います。施設面で、対応期間は

５年しかありませんので、５年といっても、

もう１年経っていますから、後４年ですよ

ね、その中で、どのように整えていくのか。 

 それから、新たな新制度のもとで、１年

生から３年生までだった学童保育の対象

が、小学校就学児、６年生まで対象に入れ

られてきているわけですね。今回の子ど

も・子育て会議の検討部会の中でも、この

高学年の受け入れについてもいろいろな

困難はあるけども、検討していくというこ

とが意見として述べられていると、先日、

一般質問の答弁でご説明をいただいたわ

けであります。 

 １年生から３年生だけでなく、６年生ま

でを受け入れる、体の大きさの全然違う子

たちを受け入れるとなると、今の施設、設

備だけでいいのかどうなのかというよう

なことまで問われてくるわけであります。 

 その点について、ご検討等、どうお考え

になっているのか、それを進めながら、基

本理念、条例の中にある基本理念を達成し

ていくことが摂津市教育委員会に課せら

れている緊急的な重要な学童保育の課題

だというように思いますけれども、平成２

７年度、平成２８年度の学童保育の状況、

待機児童の状況を。そして、１人当たり１．

６５平米しかないとも言えなくもありま

せんが、それもオーバーしているところも

あり、それをどう克服していくのか、お考

えをお聞かせください。 

 それから、職員の配置ですね、正規の職

員と非正規の職員。大体、支援の単位ごと

に１クラスですかね、２人以上、障害をお

持ちの子どもがいらっしゃる、支援を必要

としている児童がいらっしゃる場合は加

配としてプラスされるということで、一定

の定数が決められていると思いますけど

も、学童保育の指導員で、現場で欠員とな

っているような状況はないのか、ぜひお聞

かせをいただきたいと思います。 

 少し前にもありましたが、学校の学童保

育室の設備が足りなくて、今は改善されて

いますけども、学童保育室、２つのクラス

が離れたところにありますと、指導員の目

が離れてしまうということで、子どもたち

に目が行き届かなくなって、事故を起こし

かねないというようなことがありました。 

 指導員の配置、保育室の配置によって、

きちんと子どもたちを見守ってあげられ

るような状況になっているのかどうなの

か、加えてお聞きしておきたいと思います。 

 続いて、学力向上推進事業についてです。

学習プリントが、賃金が１８０万円、８，

８５０円ですね。学力定着度調査委託料が

３８５万４，５８０円であります。 

 担任の先生がプリントを印刷して、子ど

もたちから回収をして、丸をつけるのは先

生じゃなくて賃金１８０万円のかけ持ち

をされている方がやっていると。もちろん、

手が足りないということはあるのかもし

れませんが、私は、これは学校の先生の仕

事じゃないかなと思うのですが、どうなん

でしょうか。 

 日々の学習の状況、ドリルをやってもら
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ったりとか、学習の態度であったりとか、

そういったものが子どもの発達を見逃さ

ない、ちょっとした変化を見逃さないとい

うことになるんじゃないだろうかという

ように思うんですね。 

 もちろん、それもやっておられるかと思

いますけども、一番大事な分野のところを

民間じゃないですけども、直で来ていただ

いている方であっても、直接の先生でない、

しかも、ずっといらっしゃる補助員じゃな

い方が丸をつけると。 

 私、先生をやったことないのでわかりま

せんが、丸をつけながら、その答案を書い

た子どもの顔を浮かべながら、ああ、この

子、ここできたよとか、ああ、ここできて

ないとか、ちょっとした変化というのは、

見られる一番大事な分野だと思うんです

けど、そこをなぜこういったようなものに

お金を充てていくのか。もちろん、これは

大阪府の事業だったと思いますので、府の

お金がついてくるということだったかと

思うんですけども、その辺の疑問がありま

す。 

 それから、チャレンジテストもそうです

ね。小学２年生から６年生まで、中学校と

違って、担任の先生がずっと一日、子ども

たちを見るわけですから、学習状況とか到

達状況とか、ちゃんと把握をしながら授業

を組み立てていくことだと私は思うんで

すけども、それを民間に委託するというの

は、非常に私は首をかしげざるを得ないと

思っています。 

 しかも、民間の業者が摂津市の子どもた

ちのテストの問題をつくって、回収をして

採点をすると。採点をしたデータの蓄積、

それから分析まで、もちろん、所有権は摂

津市にあるにしても、その形態とか問題の

あり方にして、著作権から言えば、業者に

あるわけで、また、個人情報としても、個

人は特定できるかどうかわかりませんけ

ども、摂津市の学校の状況を一民間企業が

データを蓄積していくと、秘密保持のため

の契約を結んでおられるかもしれません

が、そんなものは、漏れてしまったら何の

役にも立たないというのは、最大手の教育

産業がつい最近、情報漏えいをされまして、

登録をされていた顧客に対して図書券を

送ってこられましたよ。図書券もらったっ

て、情報は戻ってきませんから、大事な摂

津市の子どもたちのそういう個人のデー

タが民間にずっと蓄積されていくという

ことをどうお考えになっておられるのか

なというのをお聞きしたいと思います。 

 民間の業者に委託をするわけですので、

当然、業者選定というのが出てきますよね。

公の仕事を委託していくわけですから、そ

の選定は、やはり透明性、公平性が担保さ

れなければならないと思っております。 

 今回の摂津市の学力定着度テスト、平成

２７年度が最初ですので、平成２７年度、

それから、平成２８年度も予算組みされて

おります。平成２８年度、業者の選定、ど

こでやられているのかお聞かせください。 

 次、学校の部活動についてであります。

かなりじっくり時間をかけて、ガイドライ

ンをつくられたと思います。３回目の質問

でも触れましたように、学校の部活動とい

うのは、それぞれいろいろな思い入れがあ

りますし、保護者にとってみても、自分の

若かりし頃のいろいろないい思い入れが

あって、部活動に対する思い入れも強いケ

ースもあります。子どもたちも当然、試合

になれば勝ちたいという思いで頑張って

しまうという面があります。 

 しかし、義務教育においての教育の一環

としての部活動で成長を阻害させないよ
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うに、人間関係を阻害させないように、頑

張って人間関係をつくって、いろんなこと

を達成していく喜びを味わう、自主的な活

動をやるということを学んでいくという

ことが第一の目的だと思いますので、この

部活動のガイドラインを生かした部活動

がどうあるべきかということを、ガイドラ

インができたからといって、それをパーン

と配って、読んでもらったで済ませてしま

ったら、非常にもったいないと思います。 

 いろんな考え方がありますし、いろんな

価値観があります。これが答えだというよ

うなことは、逆に押しつけるべきではない

し、だけど、子どもの発達とか、日々の生

活をどう応援していこうかという立場か

ら、いろんな議論をやりながら、その指針

となる学校ガイドラインとして活用して

ほしいと要望しておきたいと思います。 

 いじめ問題につきましては、アンケート

などを行われておられます。これはもうこ

れ以上触れませんが、対策委員会、専門的

な見地の方々による政策に対する助言を

いただく対策委員会、いじめ問題対策連絡

協議会は、地域の方を含めて、子どもたち

にかかわっている人たちと情報交換をす

る会だというように認識をしました。 

 学校だけでなく、大人の世界にもあるい

じめであります。命をも奪いかねないよう

なものという認識を共通のものにして、引

き続いてこの防止に向けてあらゆる面で

努力をしていただきたいと要望しておき

たいと思います。 

 それから、定数内講師等についてであり

ます。平成２８年、ことしの５月１日では、

小学校５．９と中学校１９．５％が１年更

新の講師が定数の中で、学校で活躍をされ

ていると。 

 もちろん、教員免許を持っておられてい

て、講師だからといって、能力が劣ってい

るというようなことを言えるわけではな

いというのはよく理解をしていますが、し

かし、１年ごとの更新ということは、非常

に不安定な中で正規採用に向けた勉強も

しつつ、しかし、学校の課題にも向き合わ

なければならない。本来であれば、正規の

教員を増やして、正規の先生で子どもたち、

学校生活を支えるということが本来ある

べきではないかなというように思います。 

 講師の２週間以上補充のなかった常勤

講師の欠員は３名、非常勤講師は２名とい

うことでお話がありました。事前に、いた

だいた資料によりますと、そのうち常勤講

師では２名で、非常勤講師でも２名で、最

後まで補充ができなかったということだ

というように資料としていただいており

ます。 

 それでよかったのか、お聞きをしたいと

思うんですけども、そうした場合は、カバ

ーは結局、現場にいる先生がやられること

になるんでしょうか。その場合のフォロー

等はどのようにされているのか。 

 それから、ある中学校では、学校の指導

上の問題で、本来なら分けない学級を弾力

運用で少人数学級をやっている学校もあ

ると聞いているんですけども、その場合、

先生の補充がないけども、クラスが増える

となると、また現場の負担でそれをカバー

していくということになるんでしょうか。 

 先日、大学を卒業したばかりで電通とい

う会社に勤めていた若い女性が、過労を原

因としてみずから命を絶つと、そこに至る

まで、ツイッターで自分の思いを吐露して

いるようなことが、非常にニュースになっ

て、電通に捜査が入りました。 

 もちろん、仕事ですから、自分の仕事を

責任を持ってやりたいんだと、評価しても
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らいたいんだ、ましてや学校の先生は、子

どもたちを目の前にして、人数がいないか

らといって逃げ出すわけにいかないし、頑

張らなきゃいけないと。そういう思いの中

で、どんどん突っ込んでいく、苦しい状態

のまま突っ込んでいくことで、体や心を壊

してしまうということが当然、予想される

わけでありますが、現在、その学校現場で

の労務管理といいましょうか、先生には残

業というのはないというように、前にお聞

きしておったんですけども、何時に学校に

来て、何時に帰ったかとか、仕事を持ち帰

ってやったとか、日曜日にはＰＴＡの行事

に参加したとか、部活動に出ているとか、

そういった学校の先生たちの労務状況管

理については、どこできちんと把握されて

いるのか。変化があったときに相談ができ

る診療ができる産業医がきちんと配置さ

れているのかどうかについて、お聞きして

おきたいと思います。 

 次に、給食についてです。評点、プロポ

ーザルで公正に選びましたと、それはそう

だと思います。私が聞いたのは、もちろん

点数、合計点で決めるんだけれども、鳥飼

北小学校、鳥飼西小学校を請け負った業者

の評点の内訳の中で、請負金額だけがトッ

プなんです、断トツ、点数が高くとってい

ます。あとの職員配置とか、アレルギー対

応の項目の部分については、他者よりも低

い状態になっていることについて、大丈夫

なんですかということです。 

 味舌小学校を受注した業者は、さらにそ

の鳥北、鳥西小学校を受注した業者よりも

低く、職員体制も低いというような状況に

なっておりますが、それで大丈夫なんです

かということなので、その見解をお聞かせ

いただきたいと思います。 

 次に、中学校給食に移ります。何度も中

学校給食については、いろいろ意見も、意

見交換したり、議論をやってきております

が、平成２６年から配膳室の実施設計から

工事、予約システムや調理業務委託の契約

など、市の教育委員会としての公の仕事と

して始めたのが中学校給食ですよね。初期

投資だけで８，０００万円ほど使ってこら

れたのかなと思うんですよ。 

 もちろん、そこから大阪府の中学校給食

導入推進補助金が三千数百万円ほどあり

ますから、摂津市の単独の持ち出しという

点では８，０００万円もないかもしれませ

んが、きちんと教育委員会を開いて、中学

校給食検討会議も開いて、保護者を巻き込

み、アンケートをとり、時間をかけてやっ

て、やるんだと決めてスタートした事業だ

と思うんですね。 

 目標は３０％ですと、その３０％は、当

時は、学校に弁当を持ってきてない人が１

割から３割ぐらいいるかなという、ざっく

りとした数字をもとに目標値３０％と立

てちゃったんですよ。やる前から目標値を

立てちゃって、３０％でいくよって、ずっ

とそれを追求してきたわけです。私たちは、

デリバリー選択制ではなく、全員給食でや

るべきだと言ってきたけれども、じゃあ、

その３割目指すんだったら、そのために努

力してくださいと。 

 デリバリー選択制の中学校給食を、既に

摂津市よりも先にやっている自治体がこ

の辺ではいっぱいあります。そういった自

治体は、３０％もないですよ、いいんです

か、先行市の状況を聞いて、よく見て、後

発市のメリットを生かして、冷たいものを

温かくするなどなどと、いろいろ説明をし

ながらスタートさせて、最初は６．５％、

４．７％、３．６％、この平成２８年１学

期は３．７％、１０分の１弱しかないと。 
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 これを、昨年の１０月、１１月にやった

アンケートの結果、給食を頼んでない子の

うちの９５％はお弁当を持ってきている

から、それにすっかりもたれかかって、も

う大丈夫かのような姿勢でおられたら、私

は「それは違う」ということを言いたいと

思うんですね。 

 中学校給食が始まる前、８割の人たちが

希望しているんです。その人たちが希望し

ているのは、給食を頼む前に、先にコンビ

ニに行って６，０００円以上の前払いのお

金を払って、スマホで予約をして、おかず

は冷たいようなものが送られてくると、就

学援助金も使えない。こんな給食を考えて

いたわけではありませんでした。 

 いざ始まってみたら、デリバリー選択制

というもので、「頼みにくい」、「冷たくて

おいしくない」、「みんなも食べていないか

ら頼まないで」と子どもが頼む、こういう

ような事態がずっと１年間続いてきたわ

けです。 

 これ、まだ始まって１年だからと悠長な

ことを言っていると、固定化すると思うん

ですよ。何のために始めたのか。栄養バラ

ンスのとれた給食を成長期の摂津市の中

学生にきちんと提供していくんだという

ところが出発点じゃなかったんですかね。

そういう点で、この中学校給食をどのよう

に考えられているんでしょうか。 

 先ほども、少し工夫をされるというよう

なお話がありました。試食会をやってみる

というようなお話もありました。でも、ど

こも皆、試食会やっているんですよ。いろ

んな取り組みをやっておられるけれども、

頼みにくい、みんなが食べていないものを、

もう既に１年間頼まなかったものを、あえ

て頼むということはなくなってくるわけ

ですね。 

 固定化されてしまえば、せっかく摂津市

の教育委員会が時間をかけて、お金をかけ

て努力をして、市民の皆さんと意見は違う

けれども、交流をしながら、つながりを持

ちながらやってきた事業を無にしてしま

いかねないと思います。どうお考えか、も

う一回の考えをお聞かせいただきたいと

思います。本気度が本当に感じられないと

言わなければいけないと、心を強くして言

うてるんですけれども、そう思います。ど

うでしょうか。 

 学校施設の耐震化については、１００％

の後の非構造部材の耐震化などもぜひ計

画的に進めていっていただきたい。 

 それから、トイレについても、各フロア

にドライ化のトイレをつくっていくとい

うことであります。地区体育祭など、学校

というのは今、子どもたちだけでなくて、

地域の人たちが集まる大事な場所になっ

てきています。地区体育祭に集まってくる

地域の方々は、子どもたちと一緒に汗を流

し、笑顔で楽しんでおられます。 

 しかし、昼休みになるとトイレに行列が

できるんです。行列ができて、入ったら、

和式のトイレなので、できないわと言って

出てこられる方がいらっしゃる。もちろん、

まずは子どもたちの施設の中、校舎の中か

らだと思いますけども、そういった観点か

らも、一度、学校施設内の和式のトイレ、

それから、屋外にあるトイレの衛生面であ

ったり、あと、外から見えそうだという面

も一度検証していただきたいということ

を要望しておきたいと思います。 

 三宅柳田小学校の多目的ホールの吊り

天井のことについては、業者の辞退であっ

たり、見積もり合わせが不調だということ

で、今の建築業界の事情もあるかと思いま

すが、吊り天井は地震があったときには大
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変危険で、凶器と化すようなものだという

認識でありますから、こういった不調にな

らないような事前の調査であったり、事前

に注意深く進めていくということができ

なかったのかどうか、非常に残念なところ

でありますが、工事が始まったということ

ですので、事故のないように進めていただ

きたいということを申し上げておきます。 

 教育委員会のことにつきましては、今度

また開かれるということであります。当初

は、教育委員会そのものを廃止するという

ような議論もありましたけれども、やはり

教育委員会の意義といいますか、果たして

きた役割の重要性から、教育委員会が残り

ました。教育行政については、教育委員の

合議によって物事を決めていくと、市長と

一緒に、市長が設置する総合教育会議につ

いても調整や協議の場であると、お互いに

合意に達しないものについては、それぞれ

の範疇の中でしっかりと責任を持ってや

っていくということが、国会の通知や答弁

でも確認をされております。逆に言えば、

今まで教育委員会が、例えば、少人数学級

をやりたい、中学校給食を全員給食でやり

たい、でも最大のハードルは財政やという

ときに、なかなか財源を持たない教育委員

会側からの発信が弱いところがあったん

じゃないかなというように思うんですけ

ども、総合教育会議の中で、財政をつかさ

どる市長部局と調整をしながら、教育の環

境を整えていくために、総合教育会議を市

民や子どもたちや働く人たちにとってい

い方向に運用していただきたいというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 次に、図書館についてです。５年間やっ

てこられて、いろいろな努力もされている

と、評価も上がってきたということで、私

もインターネット・スマホでの予約という

のを一遍やってみたら、なかなか使い勝手

もいいなと思っています。鳥飼東公民館で

も、予約リクエスト表というのを入れるポ

ストが置いてありまして、そこに入れると

そこに届くということで、入れる口が大変

狭くて入れにくいんやというような要望

が早速あって、業者の方がすぐさま大きく

してくれるとか、非常にフレキシブルに対

応されているなというのを感じているわ

けですが、ただ民間の業者ということで、

やはり主体は摂津市ということが大事だ

と思います。選定会議の中では、指定管理

の５年という期間が経過したあと、次に移

るときに直営に戻すというような議論は

あったのかどうなのか、やはりこのまま指

定管理でいくのか、その辺を教えていただ

きたい。 

 それから、司書資格を持っておられる方

の比率などですね、しっかり確保されてい

るのかについてもお聞きしておきたいと

思います。 

 選定の場に、その図書館を管轄している

部署でないところが中心となって決める

ということのようなお話だったと思うん

ですけども、もう一度、その選定のメンバ

ーですね、選定委員のメンバーどういった

メンバーなんでしょう。本来でしたら、図

書館を所管する生涯学習課、もしくは教育

総務部から専門的な行政の立場に立って

選定をしていくということは当然必要だ

と思うんですけども、今、お話聞いていた

らどうも違うような印象を持ったので、も

う一回、教えていただきたいと思います。 

 次に、公民館についてです。今度、別府

公民館が廃止されて、別府コミュニティセ

ンターとして今度オープンいたします。公

民館の目的というのは、公民館が発行して

いる公民館ハンドブックには、公民館のこ
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とがちゃんと書いてあるんです。目的は、

市町村その他一定区域内の住民のために、

実際生活に即する教育・学術及び文化に関

する各種の事業を行い、もって住民の教養

の向上、健康の増進、情操の純化を図り、

生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与す

ることを目的とすると、市町村が設置をす

るなど、法律的なことをこのガイドブック

できちんと一面に書いてですね、公民館の

活用の仕方などが書かれているんですね。

法的に位置づけられた市民の大事な社会

教育施設であります。 

別府では、この社会教育施設としての公

民館は廃止をして、法的な位置づけではな

いコミュニティセンターにしました。しか

し、公民館的な要素は残すと。要素は残る

けど、法的根拠は何もない施設だというこ

とになります。これはワークショップ等で

決められたことだと思うんですね。ここに、

公民館を所管する生涯学習課、教育委員会

としての意思とか、公民館がこういう役割

を果たしていて、地域に必要なのかどうな

のか、そういった議論や意思を、このワー

クショップなど庁内の議論の中できちっ

と主張されてきたのかどうなのか。それと

も、公民館そのものの機能は、もう既に時

代遅れになっているのか、コミュニティセ

ンターのほうが使い勝手いいよねという

ことで、もう黙認をして事業が進んできた

のか。なぜ聞くかというと、千里丘の公民

館は公民館のまま増改築しているんです

ね。お隣に集会場があって、その集会場の

機能を公民館の横に増築をすると、そのた

めに工事の都合で遅れたわけですけども、

立派なものが建ちました。公民館なんです。

しかし、市民の皆さんが集う集会室的な機

能も合わせ持っていて、同じ公民館であっ

てなんでこんなに違っちゃうんだろうか

と、ダブルスタンダードじゃないかという

ような指摘も受けるわけですが、その点の

お考えを、今後の公民館の運営にもかかわ

ることなのでお聞きしたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 小林参事。 

○小林次世代育成部参事 それでは、こど

も教育課に係る部分につきまして、ご答弁

させていただきます。 

 まず１点目、保育料の軽減措置の件でご

ざいますけれども、平成２７年度からの子

ども・子育て支援新制度に伴います保育料

の階層部分、保育料の決定につきましては、

保育料審議会での議論を行った上で、各階

層とも保護者の負担をできるだけ少なく

するという観点で、平成２６年度までと同

様、国基準のおおむね各階層７０％といっ

た制度設計をしているところでございま

す。ただ、結果１８７名の方が新制度施行

に伴いまして、平成２６年度の保育料に比

べ、負担が増えているといったことで、軽

減措置をさせていただきましたけれども、

これは平成２６年度保育料につきまして

は、平成２５年中の所得に対する平成２６

年度所得税額。平成２７年上半期の４月か

ら８月分につきましては、平成２５年中の

所得に対します平成２６年度市町村民税

額ということで、同じ平成２５年中の所得

を対象とした比較になりますので、所得税

額から市町村民税額に変わったというこ

とで、影響があった方に関しましては、軽

減措置という形でとらせていただきまし

た。 

 下半期分につきましては、平成２６年中

の所得に対する平成２７年度市町村民税

額でございます。これの延長をなぜしない

かという点でございますけれども、新たに

入所される方、また継続される方がおられ

ますけれども、新たに保育所等に入所され
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る方につきましては、新制度のもとで軽減

措置を適用せずに、４月から平成２７年度

保育料納入をいただいております。公平・

公正な負担の考え方から、保育料審議会で

もご議論いただきましたけれども、９月か

ら３月分についての保育料については、新

制度に基づく保育料を皆さん方に納入し

ていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

 次に、待機児童対策としての、公立の立

場としての施設検討でございます。 

 現在、子ども・子育て支援事業計画を立

てまして、保育需要に対する供給体制を整

えておるところでございます。公立保育所

につきましては、国の三位一体改革により

まして、運営経費であったり、施設の建て

替えの補助制度というのが、一部を除き廃

止されている中で、新たな施設整備という

のは、また運営というのは困難な状況にあ

るのかなと一定考えております。近年、多

様化する保育教育ニーズということに対

応するには、柔軟かつ迅速に対応する必要

もございます。そのために、やはり民間活

力を導入する中で、効率的・効果的に保育

所運営をしていただくこと、また定員増を

図っていただくといったことは、市全体の

子育て支援、またひいては保護者支援につ

ながるものと考えておるところでござい

ます。ただ、公立保育所は就学前保育や教

育の充実、また小学校との連携を図る上で

の企画立案、また実践の検証、他機関との

連携協力、こういった体制はとりやすい施

設であると考えております。長年培ってき

ました就学前教育のノウハウなどを、積極

的に民間保育園に対しても発信する、引っ

張っていく役割があるのかなと考えてお

るところでございます。 

 次に、民間保育所施設整備補助金の減額

の理由でございますけれども、当初小規模

保育事業所Ａ型の整備、保育所分園の整備

に伴う補助金という形で、補助基準額を上

限に予算化をさせていただいておりまし

た。 

保育所分園につきましては、当初の予算

どおりの執行ではございましたけれども、

小規模保育事業所につきましては選定が

１２月となり、施設整備が１月から３月と

いう形の整備になりましたので、その間の

賃貸料のみの補助を執行いたしましたた

めに、不用額については減額をさせていた

だいているものでございます。 

○市来賢太郎委員長 木下課長。 

○木下子育て支援課長 それでは、安藤委

員の２回目のご質問にご答弁いたします。 

 まず、医療費助成制度につきましてでご

ざいますけれども、子ども医療については、

子どもの健全な育成、それからひとり親家

庭費医療については、生活の安定と健康の

保持というのがそれぞれ目的であるとい

うことで、条例に規定されているところで

ございます。 

 平成２７年度の実績につきましては、子

ども医療は１，０４８件、金額にいたしま

して３９４万３，９８５円。ひとり親家庭

費医療は３６件、１４万１，５００円の金

額ということになっております。これは食

事療養費の金額でございます。 

 それから、就学援助についてでございま

すけれども、クラブ活動費などの項目につ

いての実施についての考え方ということ

でございましたけれども、新たに費目を立

ち上げるということになった場合につき

ましては、当然のことながらその財源が必

要となってくるところでございます。どの

ようにしてその財源を生み出すのかとい

う課題が発生してきますので、議論をして
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いく必要があると考えております。 

 次に、支給時期の問題等についてでござ

いますけれども、本市につきましては、以

前は、受付を５月の中旬から行って、課税

決定が行われる６月以降に認定の作業を

行いまして、７月にその通知をさせてもら

うという流れをとっておりました。現在で

は、入学式の当日から受付を行いまして、

確定申告書の控えや、また源泉徴収票など

をもとに、４月中に認定の作業を行ってお

りまして、課税決定前の時期の５月に、認

定の結果をお伝えするというような形で、

学校における徴収金などの経済的な負担

を軽減するように努めているところでご

ざいます。そのような形で、これまで努力

をしてきておりまして、支給時期について

は、今、実施してきている８月ということ

で、こういう形になってくるかと思ってお

ります。 

 次に、学童保育についてでございますけ

れども、クラスの人数や高学年保育につい

ての考え方ということでございましたけ

れども、先ほども委員からもございました

ように、摂津小学校においては、児童数増

加に伴いまして、校舎を増築するというこ

とになっておりまして、学童保育室もこれ

に伴ってどのような形で確保できるかと

いうのを調整しているところでございま

す。 

全体的な取り組みといたしましては、も

しも学校内にプレハブを建築するといっ

たことになってきた場合については、１教

室で１，０００万単位の財源が必要になっ

てまいりますし、また校庭等のスペースが

少なくなるといった問題もございます。影

響は小さくないと考えております。学校に

より状況は異なることもございます。また、

少人数教室の配置であったり、以前からご

要望いただいております小人数クラスの

お話もございます。施設面や学習面からも、

さまざまな検討が必要となってまいるか

と思います。教育委員会として、いろんな

調整をしていく必要があると考えている

ところでございます。 

 次に、指導員が欠員になっている状況は

ないのかというご質問でございましたけ

れども、補助の指導員については、固定し

た方を継続して配置ができていない学校

もございました。ただ、そのような場合に

は、指導員が体調不良などでお休みをされ

るときに配置する代替指導員を充てまし

て、不足する状態にならないように努めて

きたところでございます。 

○市来賢太郎委員長 野本課長。 

○野本学校教育課長 それでは、学力向上

推進事業に係りますご質問にお答えいた

します。 

 まず、丸つけを含め、学習状況をチェッ

クすることについては、教員の役割ではな

いのかというご質問ですが、委員がおっし

ゃるように、学習状況のみならず、定着度

それから取り組みの様子、子どものその日

の心の状態に至るまでの状況を把握する

ということは、担任と教員の役割だと考え

ております。ですので、多くのプリントで

すとか練習ノート、またミニテスト等、さ

まざまな機会を通じて、教員が子どもたち

の学習状況をチェックしております。それ

らの取り組みは、当然、全ての学年で評価

する上で必要なことですので、これまでも

取り組みを続けてきたことを、しっかりと

このプリント採点等補助員が配置された

学校につきましても行いつつ、このデータ

ベースのプリントの丸つけにつきまして

は、補助員が採点した後、担任等が確認を

して、その内容で間違っている箇所はどこ



- 45 - 

 

なのか、それから書けていない場所はどこ

なのか等を確認し、学習状況の把握を行っ

ているところでございます。 

 続きまして、学力定着度調査についてで

ございます。小学校は、中学校のような定

期テストを行っているということはほと

んどございませんで、単元テストという各

単元が終了するごとにテストを行い、それ

をもとに評価をつけることがベースとな

っております。随分前に学習したその既習

事項等が身についているかどうか、それら

を把握する上で、この学力定着度調査は必

要だと考えており、現在実施しているとこ

ろでございます。 

 それから、個人データの件でございます。

個人の調査結果については、委託業者と学

校が所有することになります。委託業者が、

個人情報を漏らすことがあっては当然い

けませんので、仕様書において委託業者が

プライバシーマークの取得企業であるこ

とを条件にするとともに、個人情報の保護

誓約書ですとか、従事者名簿とその契約書

を交わすことで対応しているところでご

ざいます。 

 業者選定につきましては、今年度は経年

比較を行う必要があったため、昨年度の業

者と随意契約を結びました。昨年度の委託

業者を決める際には、プロポーザル方式に

て審査をいたしました。プロポーザル方式

を用いて業者選定を行ったことにより、公

平性・透明性の確保に努めた次第でござい

ます。 

○市来賢太郎委員長 奥野参事。 

○奥野学校教育課参事 それでは、講師の

欠員等につきまして、再度のご質問にお答

えいたします。 

 まず、平成２７年度、先ほど申し上げま

した、未配置期間２週間以上の常勤講師と

非常勤講師の数ですが、それぞれ３名と２

名でございます。委員がおっしゃった２名

と申しますのは、その中で最後まで配置で

きていなかった講師ということになるの

で、おっしゃった数字のとおりでございま

す。 

 続きまして、講師や教員等がいない間の

カバーやフォローはどうしているのかと

いうご質問ですが、管理職がリーダーシッ

プをとって学校体制を組み、その時間授業

に入らない教員が指導を行うなど、各小・

中学校で工夫した対応を行っております。 

 また弾力的運用についてですが、教職員

の定数については、学級数で決められてお

ります。ですので、弾力的運用を各校で行

うとしましても、もともとの定員は変わり

ませんので、学校長が各教員の担当学年や、

所属等を決定して運営するということに

なります。 

 最後ですが、教職員の勤務時間につきま

しては、勤務時間管理者である学校長が、

勤務時間管理簿などを通して実態把握に

努めているところでございます。 

○市来賢太郎委員長 溝口課長。 

○溝口総務課長 それでは、小学校給食に

係ります、２回目のご質問にお答えさせて

いただきます。 

 鳥飼西小学校、鳥飼北小学校の選定結果

について、評点の内訳の中で、今回決定い

たしました業者の請負金額が点数でいえ

ばトップで、それ以外の項目については、

次点その次の３位の業者のほうが高いの

ではないかといったご質問がございまし

た。我々、この業者の選定、プロポーザル

の選考につきましては、もちろん市教委で

定めております仕様書、また選定基準を満

たしていることが当然前提として、先ほど

申させていただきました学校給食の委託
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実績であったり、職員配置、衛生管理方針

等に６項目について審査をさせていただ

いたところでございます。この委員が、８

名の委員によって選考させていただきま

して、１人の委員が１００点の持ち点で８

人、８００点満点で評価をさせていただい

たところでございます。特にその中でも、

我々としては重視する採点項目といたし

ましては、職員配置や衛生管理方針、こち

らについては、配点を厚く設定させていた

だいております。実際に、その職員配置で

いいますと、今回選考させていただきまし

た業者、１８２点ということで３位という

ことになっております。また衛生管理方針

も１２５点ということで、次点ということ

ではございますけれども、ほかの２者と比

較いたしましても、当然８人の合計点でご

ざいますから、若干、差は生じております

けれども、遜色ない結果であるというよう

に考えております。 

 最終、トータルでの総合点で判断したと

きに、請負金額がほかの２者よりも優位に

あったということで、結果的にはそのほか

の請負金額以外の採点項目で少しずつ差

はついておるんですけれども、総合点とし

てはそのような結果になったということ

でございます。 

 味舌小学校につきましても、衛生管理方

針、業務運営方針、またその他、例えば、

保証会社の状況等、その部分では３者の中

ではトップということでございます。こち

らも総合的に判断させていただき、そのよ

うな結果になったということでございま

す。ですので、先ほどお問いいただきまし

た職員配置につきましても、他者と比較し

てそう違いはなかったと。結果的には、１

名であったり２名の差があったことで低

くつけられた委員もいらっしゃったかな

とは思うんですけれども、給食の業務の運

営上必要な人数は確保しているという判

断をさせていただいたところでございま

す。 

 続きまして、中学校給食に係るご質問で

ございます。 

 先ほども申しました当初の目標３０％

に対しまして、平成２７年度の実績でいき

ますと、平均４．７％ということで、我々

が掲げております目標値から少し遠い数

字になっておるのが現状でございます。た

だ、昨年１０月から１１月にかけましてア

ンケートとらせていただきました。その中

で、一度でも何らかの形で利用したことの

ある生徒の割合で言いますと１３％から

１６％ですね。あと、そのような延べ利用

率で申しますと、我々といたしましては、

毎日食べていただくことが、食育の観点か

らも有効であるとは考えておりますけれ

ども、やはり家庭の事情によっては、毎日

お弁当をつくっていただくのが難しいご

家庭もあろうかと思います。そのような家

庭の負担軽減のためにも、利用していただ

くというあり方も一つの選択肢であろう

かと考えております。 

 今後、このアンケートの結果を踏まえま

して、我々が考えておりました当初の７

０％から８０％が家庭からのお弁当、残り

の２０％、学校によっては３０％近い弁当

以外の方、コンビニ弁当であったりパンや

菓子パン、ジュース等で済ましておられる

生徒も中にはいらっしゃったというよう

なことも聞いておりますので、そのような

方に対して、安全で栄養バランスのとれた

給食を提供していくことを考えていきた

いと思っております。なかなか、１年経過

いたしまして、数字として喫食率で申しま

すとそのような厳しい状況ではございま
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すが、先ほど申しました献立の改善、行事

食を毎月取り入れたり、小学校の給食と同

じ献立を入れたり、先ほど申しました生徒

からのリクエスト献立というような形で、

いろいろ業者とも相談しながら、また事務

局の栄養士、学校配置の栄養職員とも協議

しながら進めておるところではございま

す。 

 一定、保護者の方には試食会を実施して

おるんですけれども、現在、生徒の方への

試食会というものは実施しておりません

ので、なかなか条件等難しいところもあろ

うかと思うんですけれども、そのような形

で、実際に子どもにまず食べていただいて

知っていただくというような努力が我々

にとっても求められているものと感じて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 もう１点、教職員の方の健康管理につい

てのご質問の中で、昨年度、労働安全衛生

法の改正がございました。その中で、学校

現場に特に影響のある心理的な負担の程

度を把握するための検査ということで、ス

トレスチェック制度が導入されておりま

す。この制度を利用していただくことで、

状況、健康面等把握させていただいて、ま

た必要によっては、医師による面談等も受

けていただくような制度が設けられたと

いうことで、健康管理に気をつけておると

ころでございます。 

○市来賢太郎委員長 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、生涯学習

課にかかわる部分につきましてご答弁さ

せていただきます。 

 まず、図書館の指定管理の件でございま

すが、選定委員会におきまして、直営に戻

すというような議論がなされたかという

件でございますが、直営に戻すという議論

は行われていないと記憶しております。 

 また、委員のメンバーでございますが、

先ほど申し上げましたように、５名の選定

委員のうち、２名が民間、いわゆる外部の

委員、３名が庁内委員となっております。

民間の委員につきましては、１名が税理士、

もう１名が大学教授となっております。残

り３名が庁内委員でございますが、総務部

長、市長公室長ともう１名が施設所管の部

長となっております。これによりまして、

専門的な見地からの部分は担保されてい

ると考えさせていただいております。 

 続きまして、図書館の司書職員の比率に

つきましてでございますが、まず指定管理

者の募集要項及び基本協定書におきまし

て、司書職員の比率につきましては、６

５％以上と明記させていただいておりま

す。こちらにつきましては、毎月、職員名

簿をご提出いただきまして、そのうちの司

書職員の比率を毎月ご報告いただいてお

りますが、ほぼ７割以上を満たすという形

で、現在運営をしていただいております。

また、現行の指定管理者におきましては、

司書資格を持っていない職員におきまし

ても、司書資格を取るような補助制度があ

るということで、実際にこの５年間の中で

も、数名の方が新たに司書資格を取得され

たとお伺いしております。 

 続きまして、別府コミュニティセンター

の件でございます。まず、別府公民館から

の機能継承として、その地域におけます社

会教育の向上というものがございます。そ

のため、決して別府コミュニティセンター

になったからといって、社会教育が外れて

しまうとか、不用だというような判断して

おらず、今後とも別府地域における社会教

育の向上につきましては、これまで以上に

すべきであると認識しております。 

 そのための手段といたしまして、現状別
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府公民館に勤務しております２名の社会

教育指導嘱託員につきましては、別府コミ

ュニティセンターにおきましても、指定管

理者とは別に配置いたしまして、これまで

どおりの社会教育関係業務に携わってい

ただきます。主な内容といたしましては、

社会教育系の講座の企画運営・開催。また、

利用団体への指導・助言。その他社会教育

関係の業務を行うことによって、これまで

どおりの公民館における社会教育の継続、

またさらなる向上を図ることになるかと

考えております。 

 また、先ほどお話にもありました千里丘

公民館の件でございます。こちらも、千里

丘公民館につきましては、増築改築、また

は新築するなど、当初いろいろと検討いた

しました。その中で、公民館の増築という

形でしか建築確認がおりないという制約

がございました。そういった点から、現状

におきましては、あくまで公民館の別館と

いう扱いとせざるを得ないという状況で

ございました。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 保育料については、いろい

ろご説明をいただいたんですけども、国の

通知が、現に在園児について卒園までは認

めるようというような通知も出されてい

ると、自治体によってはそういった対応を

とっていると。その保育料の計算となる所

得は、前年の分だということ、というのは

意味合いはわかります。意味合いはわかり

ますけれども、保育料の負担を増やさない

ようにするという子育て支援の観点から、

在園児については緩和的な措置を卒園ま

では持ってあげようというような形で、そ

ういった通知もあえて出されているわけ

で、国は子育て支援という立場から、摂津

市が独自の立場で取ることも可能だった

のではないかなと思います。この点につい

ては、最初の４月から８月の部分は据え置

いてもらったけど、そのあとについては少

し残念だったなということは申し上げて

おきたいと思いますが、今後の保育所、認

定こども園、いろいろと施設形態も変わっ

てきておりますけども、まずはその子育て

支援でニーズ調査やったときにも、保護者

の方々が何を行政に臨むのか、いつも上位

にあるのは、やっぱり経済的な負担の軽減

というのは上位にあります。いろいろなソ

フト面での援助も本当に大事なことでは

ありますけども、今の経済状況、子育て世

帯が置かれている状況からして、働きなが

ら子育てをしている人たちを応援すると

いう点では、保育料を上げないということ

が大事だと思います。そのことは私意見と

して申し上げておきたいと思います。 

 次に、待機児童、保育所整備であります

が、民間のほうがフレキシブルに機動的に

ということ、そういう一面もありますよね。

意思決定も早いこともあると思います。一

面、ただ一方では非常にリスクもあるとい

うことは、私たちはこの間に何度か経験も

してまいりました。言うまでもなく、正雀

の保育所の民営化をめぐっては、不測の事

態というようなことになりました。その辞

退した事業所が予定していた分園も、中止

になったわけですから、これまで民間がか

なりいろいろな部分で、摂津市の保育分野

では民間の保育所のやってきていただい

た役割というのは非常に大きいというの

は私も認めますし、そのとおりだと思いま

すが、それを上回るような待機児童の増大

の中で、民間だけにそういったことを任せ

ておいていいのか。将来的に子どもの数が

減ってくるときでも、公立としてその施設

をどうするのか、いろいろな形で考えてい
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くことが、逆に言えば、可能なわけで、柔

軟的にいろいろな施設を考えられるとい

う点、ここは公立のよさだというようにも

思っております。そういう点で、緊急的な

目の前の待機児童をどうするんやという

ことを、今、本当に問われていると思いま

す。今後も待機児童は増え続けていきます。

そんな中で、やはりきちんとした議論をす

ると、安威川以南のところまでバスで連れ

ていくというような提案も先ほどもあり

ました。ただ、保育所はゼロ歳児からおり

ますから、そういう子どもたちをバスに乗

せていくということも含めて、それから親

が小さい子どもを預けるのに、子どもが１

日過ごす施設ではないところに子どもを

連れていくと、子どもの保育をしてくれる

人じゃない人が受け取る、連絡等もできる

のかどうなのかというような問題もある

と思います。その辺は、またいろいろと考

えていただいたと思いますが、基本はやは

り公設で基準の整った保育施設を暫定的

でもとにかく検討していくことが大事だ

と思います。私は意見として申し上げてお

きたいと思います。 

 次に、子ども医療費の助成制度で、食事

療養費の金額・件数についてお話をいただ

きました。子ども医療費の食事療養費は、

平成２７年度で４００万円弱ぐらい、３９

４万３，０００円だったですかね。平成２

７年度は３９４万３，０００円、３４５万

円は平成２６年度決算の数字ですので、増

えています。子ども医療費助成の対象年齢

も拡大し、所得制限もなくなったと。いざ

病気になって入院したとき、いろいろお金

も必要だと、医療費を補助されるのは保険

診療だけですから、保険外のための費用と

いうのは、やっぱり差額ベッド代等々いろ

いろかかってくる中で、治療と一体化され

ている病院の食事の援助をしてきたとい

うのは、非常に子育て支援という立場、こ

の子ども医療費助成制度の性格からいっ

ても意にかなった政策であったと思って

います。残念ながら、廃止となる議案が平

成２７年第４回定例会において可決され

ましたが、平成２８年第１回定例会におい

て議員提出の議案で、非課税世帯は対象と

なったということでありますが、大きなお

金が動いている中の、約４００万円弱ぐら

いの子どもが本当に入院して大変だとい

うときに、資料にもかかわるような食事代、

赤ちゃんのミルク代も同じようにかかる

わけですから、こういったものに負担を押

しつけていく、せっかくよくなった制度の

中で、一番しんどいときの負担が増やされ

るということは、私は摂津市のこの判断と

したら、これは大きな間違いを犯したんで

はないかなと私は思っております。 

 同じく、ひとり親家庭医療費助成の食事

療養費、入院食事療養費、ひとり親家庭に

ついては、この制度を利用するためには所

得制限が確かありますね。所得制限を受け

ていて、なおかつ住民税の非課税世帯しか、

お医者さんに行って入院をしたときの食

事代の補助は受けられないということで、

これもなかなか冷たい仕打ちじゃないか

なと、個人的な感想ですよ、思います。金

額的な問題でいったときには、非常に何と

かなるものではないかと、ぜひ検討を。な

くしたすぐあとに復活ということができ

るのかどうかわかりませんが、子育てを応

援する、困ったときに寄り添ってあげられ

る、助けてあげられる、それが摂津市だよ

ということをアピールしていくのが、総合

計画及び総合戦略等調査特別委員会の中

で理事者の方々が声を大にしておっしゃ

っていたことでありますので、それを教育
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委員会の施策の中に生かしてほしいと思

います。 

 次に、就学援助金のことです。支給時期

を早めるというのは、それだけ事務方の仕

事が増えるということでもあるわけなん

ですが、新入学の方は難しいにしても、進

級される方にとったら、前年度末からずっ

と就学援助金を受けていて大きな変化が

なければ、暫定的に手続をとっていくとい

うことも可能ではないかと。現にそれをや

っておられる、もちろんいざ５月、６月に

前年の収入が確定したときに、所得が上回

ってお金をもらえないんですということ

で返してもらわないといけないようなケ

ースというのは出てくる、そういったリス

クはもちろんあります。そういったことも

乗り越えてやっておられる自治体がある

ということをここでご紹介をさせていた

だいて、ぜひ議論していただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 次に、学童保育であります。欠員が生じ

ないように、指導員も配置されているとい

うことであります。同時に、いろいろ施設

整備をやっていこうと思うと、かなり大き

な金額がかかるというのはそのとおりだ

というように思います。今の学校施設の容

量であるとか、置かれている環境であると

か、財政的な問題とか、そういった面が決

して簡単なものではないというのはわか

ります。しかし、平成２７年度に、そうい

った施設が必要だということを摂津市が

決めたんですよ。市がこういった条例で、

学童保育というのはこうあるべきですと

いって掲げた条例なんですから、それをお

金がかかるから困難ですっていうたら、じ

ゃあ条例は何という話にしかならないこ

とです。そこは、やっぱりしっかりと前向

きに検討していく必要があると、いろいろ

工夫をする必要があると思います。だから、

私は民間委託を急いでやっている場合じ

ゃないと、公の摂津市が学校の中で放課後

の子どもたちの居場所をどうするべきな

のか、今求められている延長保育の拡大と

か、土曜保育の毎週実施ということはもち

ろんのことでありますけれども、１クラス

７０人、６０人、５０人という状態では、

だめだよねっていうのは摂津市の条例が

示唆しているわけであるわけですから、高

学年の就学児を対象にしたというのも条

例に書いているわけで、そこには基本理念

が第３条で書かれているわけで、国がつく

った法律に合わせろといって押しつけら

れているものではなくて、摂津市が自発的

につくった条例ですので、もちろん参考に

されてやっておられることはあると思う

んですけど、子ども・子育て会議というき

ちんとした活発な議論を経てつくられた

条例で、議会も我々賛成しました。議会と

しても承認をしている条例ですので、その

条例に規定された施設の基準を一日も早

く、猶予期間がありますから、その中でど

うクリアしていくのかということを、ちゃ

んとやっていかなければならないという

ように思っています。 

一般質問でも申し上げましたけども、学

童保育というのは、子どもたちと日常的に

生活の場として相対するものですから、運

営の主体は市町村ですし、実施主体につい

ても安定的な雇用で、不祥事があったから

やめますわというようなところじゃだめ

なわけですよね。ほかの事業が失敗して、

経営が苦しくなったから引き上げますと

いうことではだめなわけで、安定的な経営

をやられるようなところじゃないとだめ

だと。なかなかそういったところを探し出

す、今難しいんではないかなと思いますし、
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指導員は指導員で、子どもとの継続的な関

係を安定的に結んでいくということが求

められている。地域の実情もよく熟知して

いて、学校の先生や地域や保護者の方々と

の連携も図れるような、しっかりとした資

格要件を満たした方が求められていると

いうことであります。非常にハードルの高

いところに、今、学童保育事業というのは

きているわけで、今までの学童保育も、決

してほかの自治体の学童保育と比べて低

いとか悪いとか言うてるわけでは全然あ

りませんし、よく頑張っていただいている

と思いますし、保護者の方は今の学童保育

の先生に助けられたというような方が、学

童保育部会の中で保護者の代表の方もそ

ういうことをおっしゃっているわけで、胸

を張れるサービスやっておられるとは思

いますが、さらにその上をいくことを摂津

市が条例として決断したわけですので、そ

れに向けて議論をやっていただきたいと

申し上げておきます。 

 次に、学力向上推進プランについてでご

ざいます。丸つけ云々については、やっぱ

り人がいるということだけでもマイナス

ということではないとは思うんです。ただ、

学力向上推進事業で、もっとほかのほうに

シフトができるんではないかなというこ

とを思いました。学力定着度調査について

は、どんなに守秘義務といっても、情報は

漏れてしまうとあきませんね。その業者の

選定についても、１年目はプロポーザルで

やられました。しかしプロポーザルだから

といって、これ公平ということでもないわ

けですね。一体何者でやられたのか、選定

の基準はどうだったのかということは、こ

れは明らかにされていませんからわかり

ませんけれども、公平性・透明性は当然、

担保されなければいけないし、それを説明

していく責任は一方ではあるということ

を申し上げておきたいと思います。しかも、

これは随時、経年変化を見るためだったら、

最初決まったらずっとそこです。そこに癒

着等が生まれるということで、学校での業

者テストそのものについてはやらないと、

抑制できなくなるというようなことが以

前そういう方針が下されたというように、

詳しくはわからないんですけども聞いて

いるんです。そういったことがあるにもか

かわらず、幾つもの業者テストが現状、今、

学校現場のほうに入り込んできていると、

そういった情報が一体どこに使われてい

るのかさえ検証することもできないとい

うことでは、だめだと思います。 

 チャレンジテストの問題で、一般質問で

も議論をしましたけれども、真の学力をつ

けるために先生たちが頑張っておられる

時間をつぶして、業者テストに頼るという

のは、おかしいなと思っております。学力

テスト、定着度テストは、中止すべきだと

私は思います。意見を申し上げておきます。 

 教職員の講師のいろいろな問題であり

ます。講師不足であったり、欠員が埋まら

ないというような状況というのは、恐らく

担当の方も本当にしんどいお話だと思い

ます。もちろん現場も本当に大変だと思い

ます。これはもう、何より教職員や現場の

先生の数を増やすしかないんですね。国の

財務省は、３万人の教職員をまた減らすと

いうようなことを言っていると、現場のこ

とが何で伝わらないんだろうなと思って。

ぜひ教育長いろいろな場所を通して発言

もしていただけると思うんですけども、こ

ういうことこそ、総合教育会議の中で摂津

市全体のものにしていく必要があるのか

なというように思っております。先生たち

や学校現場の職員の方々の健康などのチ
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ェックなども、校長先生が見るというのは

もう以前からそうやってお聞きしとった

んですけど、一生懸命にあしたの子どもた

ちの授業のために遅くまでやっている人

を、校長先生が「帰りなさい。」というこ

とを言えるのかどうなのか、それにちゃん

と先生が答えられるのか、会社員でも同じ

ですよね、自分が責任持たされた仕事につ

いてきちんとしたシステムがなければ、な

かなか難しいことたくさんあると思うん

ですね。そういう点では、学校の先生の職

場というのは、そういったシステムがある

ようでないんじゃないかなという感じを

受けるんですけども、多忙化解消のために

人を増やすこと、それから現状少ない人数

でカバーをしあって汗を流し、体を壊さな

いように頑張っている今の現場の状況に

ついて、教育長から見解・意見をお聞きし

ておきたいと思います。 

 給食については、もうこのぐらいにして

おきたいと思うんですけども、小学校民間

委託でいろいろな矛盾、これまでも何度も

言うてきています。先ほども言いました、

低賃金の中で重労働をすることによって、

調理員や補助員の方がころころ変わって

しまう、問題も起きやすいということがあ

るということも指摘しましたし、手取り足

取り指示を栄養士がすればするほど、それ

は委託ではなくて、請負ではなくて、もう

直接雇用しなければいけない、偽装請負と

いうことになるわけで、非常に矛盾のある

ものだと思いますので、その点もう一回改

めて申し上げておきます。 

 特に心配なのは、アレルギーの状況です。

民間委託事業者の事業の様子を、これまで

教育委員会が検証会議というのを毎年や

ってこられていました。去年からですか、

４校民間委託校になって、去年から１年に

２校ずつとか、２年に１回検証するという

ことになったとお聞きしました。先日、そ

の検証会議の議事録等写しを資料請求さ

せていただいて、見せていただいたんです

けども、年を経るごとにいろいろ、こなれ

てきているという面がある一方で、例えば、

アレルギーの給食を担任の先生に手渡し

をしなければいけないのを、調理員が目を

離したときに手渡しでなく持って行って

しまった、そこに間違いを起こす可能性が

あるということで、検証会議の中できちん

と指摘をして、そこは直されるというよう

に思うんですけども、検証をきちんとやっ

ていくと。それは、現場の調理員だけでは

なくて、担任の先生や、学校全体や、子ど

もたち全体が一体となって理解をしてい

くということが求められていますので、そ

ういった点でいっても、やっぱり民間委託

になって直営で一緒に取り組んでいくこ

とが私は必要だと思います。アレルギーの

問題では、いろいろな問題も起きかねませ

ん。アレルギーの対応のガイドライン等も

まとめられてきたということであります

ので、命にかかわる問題として、しっかり

と対応をしていただきたいと思います。ア

レルギー問題については、また違う場所で

議論していきたいと思います。 

 中学校給食については、まずは、きちん

とした検証をしながら、事実に基づいてき

ちんとやっていくと。学校で弁当を持って

きてない子はどのぐらいいるんだろうか、

コンビニ弁当で済ましている子はどのぐ

らいいるんだろうか、週のうちの１日か２

日を何も食べてない子がどのぐらいいる

んだろうか、これ学校現場でお話聞けばわ

かるようなことではないかなと思うんで

すね。これは先生が忙しいから、一緒に給

食を食べたりとかいうことできないのか
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もしれませんけれども、少なくとも今の状

況を打開していく上で、現状どうなんだろ

うかと、３０％の目標値はあると、でも３

０％に何も固執するわけでなくて、本当に

届かなければいけないところに届いてい

るかどうかというのを見ないといけない

と思うんです。経済的な問題を抱えている

家庭の状況、いろいろ抱えている問題もあ

ると、一つひとつ調べていったらプライバ

シーにかかわるというような意見もある

かもしれませんが、そこは学校と保護者の

方とかが、きちんと信頼関係を持ちながら、

相談に乗りながら、対応していきながら実

態を把握していくと、それにきちんとした

処方せんを打つようなことしないと、これ

はなかなかせっかく始めた中学校給食が

目的達成に近づいていくのは難しいんで

はないかなということを申し上げておき

たいと思います。これも、要望としておき

ますので、よろしくお願いします。 

 次に、図書館については、今、選定委員

のメンバーを教えていただいて、担当所管

の部長が参加されているということがわ

かりました。少なくとも、その図書館の業

務を理解している方が選定に携わらなけ

ればならないというのは、当然のことで、

図書館を指定管理者にするときの議論も、

主体は摂津市ですと、摂津市が責任を持っ

て図書館の運営をチェックしていきます

という答弁の中で、指定管理者を選定して

いったというような経過がありますが、専

門的な知識や業務に通じている人がモニ

タリングや選定をしなければ、モニタリン

グの意味がありませんので、今後またモニ

タリング等続けていかれるかと思います

ので、ぜひそういったモニタリングをしっ

かりやっていただきながら、市民の皆さん

の声も生かされるようしていただけたら

と思います。要望としておきます。 

 次に、公民館についてです。別府と千里

丘と、コミセンになった別府と、公民館の

ままの千里丘と違うのは、千里丘は用途地

域によって公民館を壊して新しいものは

建てられなくて、公民館の附属施設だから

オーケーだというような、そういう建築の

制約のもとでということだというような

ご説明でした。ただ、今後、ほかの公民館

もあるわけですよね。老朽化も進んでいく

こともあるでしょうし、バリアフリー求め

られていることもあると思うんですけど

も、今後の公民館は、建築上の問題・制約

さえなければ、別府と同じように公民館的

な機能を持って、職員も同じように、ただ

法的な位置づけはないけども、公民館的な

ものでいくんだよというようなことにな

るのか、その辺はもうどのように整理され

ているんでしょうかね。そこを教えてくだ

さい。 

○市来賢太郎委員長 暫時休憩します。 

（午後３時１３分 休憩） 

（午後３時３８分 再開） 

○市来賢太郎委員長 再開します。 

 柳瀬課長。 

○柳瀬生涯学習課長 それでは、別府コミ

ュニティセンターに関しまして、別府公民

館等の施設の将来的な考え方につきまし

て、ご答弁させていただきます。 

 公民館、コミュニティセンター、それぞ

れ長所短所等ございます。本市におきまし

ては、さまざまなリソースが制限されてい

る以上、それぞれの建物を、個別に建てて

いくのは難しいものと考えており、今後に

つきましては、恐らく複合化、多機能化と

いう考え方が避けられないのではないか

と考えております。 

 そのような中で、この別府コミュニティ
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センターにおきましては、公民館、コミュ

ニティセンター、集会所、それらの機能を

合わせ持った、摂津市独自の新しい施設の

あり方を一つ示しているのではないかと

いうように考えております。 

 我々といたしましても、この別府コミュ

ニティセンターにつきましては、今後の運

用、地域からの評価、そういったものを考

えまして、これが一つのモデルケースとし

て、今後の摂津市の公共施設のあり方の一

つの指針となるのではないかというよう

に考えています。 

 今もって、早急に答えを出すことは難し

いとは思いますが、これらの別府コミュニ

ティセンターの今後の運営を注視いたし

まして、また公民館のあり方についても、

今後検討していきたいと考えております。 

○市来賢太郎委員長 箸尾谷教育長。 

○箸尾谷教育長 現場の教員定数の問題

についてのご質問にお答えしたいと思い

ます。委員からご質問ございましたように、

やはり、今、現場の教員ですね、非常に多

忙を極めているという実態はございます。

生徒指導の問題であるとか、さまざまな問

題があります。私自身は、そういうのはや

っぱり学校でしっかり頑張ってほしいな

と、生徒指導的にしんどいから先生を増や

すということではなくて、やっぱりそこは

学校努力で頑張っていただきたいところ

はあると思います。 

一方で、やっぱり文部科学省がですね、

例えば小学校英語、今まで全く小学校で英

語を教えてこなかったのを、急に小学校５、

６年生で英語というものを教えなさいと

か、あるいは特別支援教育についての考え

方も文部科学省が大きく変更しました。そ

ういう、教職員定数を配置している文部科

学省の方針で変えた以上は、やはりそれに

ついての人員についてもきちんと配置を

していただきたいというように私は強く

思っております。 

 この件につきましては、どの市町村も同

じ考え方でして、大阪府の都市教育長協議

会で要望書を取りまとめて、たまたまです

けども、今週の金曜日に大阪府に対する要

望、それからまた文部科学省に対しての要

望書の提出もしております。私ことし教職

員定数の部会の部会長ということでなっ

ておりますので、その機会を利用して、し

っかりと我々の思い、あるいは学校の先生

方の思いを、府教育委員会あるいは文部科

学省に伝えてまいりたいと思います。 

○市来賢太郎委員長 安藤委員。 

○安藤薫委員 いろいろ質問にご答弁を

いただいてまいりました。今、教育長から

もお話がありました。やはり、子どもたち

に真の学力を身につけていく、今のこうい

った社会環境のもとで、家庭環境やら社会

環境やら、いろいろ困難を抱えている子ど

もたちにも、よくおっしゃられる生きる力

をつけていくというためには、学校がゆと

りを持って子どもたちに接せられるよう

な状況をつくらないといけないと思って

います。 

 とりわけ子どもの数が減っていく中で、

少人数学級を実現していく、進めていく上

ではこんなにいい機会はないと思います。

国に教員を増やしていくなり、または新し

い取り組みに対して、きちんとした人を配

置してほしいということを、仮にですが少

人数学級のための教職員採用を増やして

いく、それがだめなら摂津市独自でも頑張

るということを、ぜひやってほしいという

こと申し上げておきたいと思います。 

 質問を終わります。 

○市来賢太郎委員長 それでは、本日の委
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員会はこの程度にとどめ、散会します。  

（午後３時４４分 散会） 

 

 

 

 

 

 委員会条例第２９条第１項の規定によ
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